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平成２２年塩尻市議会３月定例会 

経済建設委員会会議録 
 

○日  時  平成２２年３月８日（月）  午前１０時００分 

○場  所  全員協議会室 

○審査事項 

議案第１２号 市道路線の廃止及び認定について 

議案第１３号 平成２２年度塩尻市一般会計予算中 歳出４款衛生費中１項保健衛生費６目環境保全費のうち

合併処理浄化槽設置事業及び２項清掃費１目し尿処理費、５款労働費（１項労働諸費４目ふれ

あいプラザ運営費を除く）、６款農林水産業費、７款商工費（１項商工費４目中心市街地活性化

事業費を除く）、８款土木費、１１款災害復旧費 

議案第２０号 平成２２年度塩尻市簡易水道事業特別会計予算 

議案第２３号 平成２２年度塩尻市水道事業会計予算 

議案第２４号 平成２２年度塩尻市下水道事業会計予算 

議案第２５号 平成２２年度塩尻市農業集落排水事業会計予算 

議案第２６号 平成２２年度塩尻市駐車場事業会計予算 

議案第２７号 平成２１年度塩尻市一般会計補正予算（第７号）中 歳出４款衛生費中２項清掃費１目し尿処

理費、５款労働費、６款農林水産業費、７款商工費（１項商工費４目中心市街地活性化事業費

を除く）、８款土木費 

議案第３１号 平成２１年度塩尻市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 

議案第３２号 平成２１年度塩尻市水道事業会計補正予算（第３号） 

議案第３３号 平成２１年度塩尻市下水道事業会計補正予算（第３号） 

議案第３４号 平成２１年度塩尻市農業集落排水事業会計補正予算（第２号） 

陳情３月第１号 最低賃金法の抜本改正と安定雇用の創出、中小企業支援策の拡充・強化を求める陳情 

○出席委員 

委員長   今井  英雄 君     副委員長   牧野  直樹 君 

 委員   永井  泰仁 君      委員   中原 巳年男 君 

委員   五味  東條 君      委員   丸山  寿子 君 

委員   柴田   博 君      委員   中原  輝明 君 

○欠席委員  

なし  

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○説明のため出席した理事者・職員 



 2 

省略 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議会事務局職員 

庶務係主事   大村  一 君 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

午前１０時００分 開会 

○委員長 皆さん、おはようございます。ただいまから３月定例会経済建設委員会を開催いたします。本日は委

員全員出席しておりますので、直ちに委員会に入りたいと思います。審議に入る前に理事者からごあいさつがあ

りましたら、お願いしたいですが。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

理事者あいさつ 

○収入役 おはようございます。先週までの本会議に続きまして、きょう、あすと経済建設委員会を開催いただ

きましてありがとうございます。当委員会には、新年度予算を中心に予算案件が主であります。担当する課長か

ら十分詳細に説明をいたしますので、十分審議をいただきまして原案をお認めいただきますようにお願い申し上

げまして、冒頭のごあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長 それでは、当委員会に付託されました議題は別紙委員会付託案件表のとおりです。それでは、本日と

あすの日程等について、副委員長から申し上げます。 

○副委員長 おはようございます。きょう、あすと２日間よろしくお願いをいたします。なお、視察のほうは２

５日にそれぞれ開通式と、また２９日は広丘駅とそれぞれ皆さん呼ばれておりますので、こちらとしては何も考

えておりませんが、どこか委員の中で見たいところがあったら、申し出をしてください。いつでも対応できるよ

うにはなっておりますので、そのようなことでよろしくお願いします。 

 また、本日から２日間、説明される職員の皆さんにおかれましては、１回目の説明はなるべく簡素にわかりや

すくやっていただいて、各委員より質問がありましたらこと細かくしっかりと質問に答えていただけるよう、よ

ろしくお願いをいたします。以上です。 

○委員長 それでは、そのとおりよろしくお願いしたいと思います。ただいまから議案の審査を行います。なお、

発言に際しましては議事の円滑な進行のため、委員長の指名を受けた者のみの発言といたします。ただいま副委

員長も申し上げましたとおり、また簡潔等、わかりやすく説明をお願いしたいと思います。議事進行に御協力を

お願いしたいと思います。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第１２号 市道路線の廃止及び認定について 

○委員長 それでは、議案審査に入っていきます。議案第１２号市道路線の廃止及び認定について議題といたし

ます。説明を求めます。 

○都市づくり課長 それでは、議案第１２号をお願いいたします。説明につきましては、議案関係資料の３２、

３３、３４ページで説明をさせていただきますので、そちらをごらんいただきたいと思います。それでは、議案

第１２号市道路線の廃止及び認定についてでございます。 
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 １、提案理由でございますが、市道路線の廃止及び認定について、道路法第８条第２項及び第１０条第３項の

規定によりまして、議会の議決をお願いするものでございます。 

 ２、概要でございますが、次のとおり２路線を廃止し、新たに２路線を認定するものでございます。理由とし

ましては、塩尻駅南地区第一種市街地再開発事業に伴うものでございまして、廃止路線２路線につきましては、

３３ページをあわせてごらんいただきたいと思いますが、路線番号３２０３番、駅前１号線、延長７７メートル、

幅員６メートル。それから、３３００番、駅前４号線、延長５４メートル、幅員６メートルについて廃止をお願

いするものでございます。認定につきましては、３４ページをあわせてごらんいただきたいと思いますが、路線

番号３５１５番、駅前１号線、２７メートル、幅員６メートル、これを再度認定し直すものでございます。それ

から、もう１路線としまして３５１６番、駅前４号線、延長８７メートル、幅員４メートルから６メートルとい

うことで認定をお願いするものでございます。 

 ３４ページをごらんいただきたいと思いますけれども、３５１６番の市道につきましては、県道の塩尻停車場

線と接続するわけでございますが、この部分につきましては、交差点が非常に危険だということの中で、ここで

は回転広場を設けまして県道へ直接接続できないと言っていますか。車が出入りできないように対応して、回転

広場で対応したいというように考えているものでございますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。以

上でございます。 

○委員長 それでは、委員のほうから御質問等ありましたら。 

○柴田博委員 今の３５１６の回転広場をつける後半の部分ですけれど、ここは、現在は市道ではないのですか。 

○都市づくり課長 現在は市道ではございません。それから済みません、先ほど、１点訂正いたします。県道名

を間違えました、済みません。県道は御馬越塩尻停車場線でございますので、訂正をさせていただきます。済み

ませんでした。 

○柴田博委員 今聞いたのは、今は市道になっていないけれど、新しく今度は３５１６の一部として市道にする

という、そういうことでしょうか。 

○都市づくり課長 ３３ページと３４ページを比較してごらんいただきたいと思いますが、委員のおっしゃると

おりでございます。新たに一部分を追加延長して市道認定を新たにするということでございます。 

○委員長 ほかに。ほかになければ、質疑を終了します。討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないようですので、議案第１２号市道路線の廃止及び認定については、原案のとおり認めることに御

異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認めまして、議案第１２号市道路線の廃止及び認定については、全員一致をもって可決す

べきものと決しました。それでは次に進みます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第１３号 平成２２年度塩尻市一般会計予算中 歳出４款衛生費中１項保健衛生費６目環境保全費のうち

合併処理浄化槽設置事業及び２項清掃費１目し尿処理費、５款労働費（１項労働諸費４目ふれあ

いプラザ運営費を除く）、６款農林水産業費、７款商工費（１項商工費４目中心市街地活性化事
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業費を除く）、８款土木費、１１款災害復旧費 

○委員長 次に議案第１３号平成２２年度塩尻市一般会計予算中、当委員会に付託された部分の審査を行います。

説明を求めます。 

○下水道課長 予算案の説明資料の６３ページ、それと予算書の１９５ページをお開きをお願いしたいと思いま

す。よろしいですか。衛生費の保健衛生費で環境保全費の中の、１９５ページの下段のほうでございますが、合

併処理浄化槽設置事業といたしまして６０３万４，０００円をお願いするものであります。この内容につきまし

ては、下水道の個別処理区域内の関係の方につきまして、水質汚濁防止法に基づくために合併処理浄化槽の設置

者に対します補助金でございまして、この合併処理浄化槽設置事業補助金の４４０万円が主な内容のものでござ

います。 

 臨時職員につきましては、緊急雇用創出事業の浄化槽内槽整備のために１人雇用するものでございます。 

 めくっていただきまして１９７ページの上段でございますが、長野県合併処理浄化槽普及促進協議会の負担金

として５万円、それと、排水設備の改造資金の利子補給金といたしまして、利子補給として７万３，０００円の

計上でございますので、よろしくお願いします。私からは以上です。 

○衛生センター場長 予算書の１９８、１９９ページをごらんいただきたいと思いますが、４款衛生費２項清掃

費１目し尿処理費について御説明を申し上げます。１９９ページのし尿処理施設管理費３，４８７万４，０００

円につきまして、主なものにつきまして説明をさせていただきます。そこから５行目下の消耗品費６８１万５，

０００円。これにつきましては、衛生センターで稼動しております機械の消耗品、それから薬品類等の消耗品の

ものでございます。それから４つ下の電力使用料。これは衛生センター全体で使っております電気料です。８４

１万５，０００円を計上してあります。 

 次のページをめくっていただきまして、２０１ページ。上から８行目、槽内清掃作業委託の関係です。これは、

し尿、それから浄化槽の受け槽と貯留槽、合計、全部で４３７トンほど容量がございますけれども、その中に溜

まりました砂、それからスカム等、これを清掃をするための委託料でございます。それから、その下の機械設備

点検業務委託料５０４万６，０００円。これにつきましては、衛生センターに設置されてあります機械類、これ

を、運転時間等によりまして定期的に点検をしていくための費用でございます。以上でございます。 

○委員長 次に労働費。 

○商工課長 予算書の２０２、２０３ページをお願いいたします。予算説明資料の３４ページになります。５款

労働費１項労働諸費１目労政費についての説明であります。前年度対比で大きく増加しましたのは、勤労者福祉

基金貸付制度預託金の増加によるものでございます。以下、詳細について説明をさせていただきます。 

 ２０３ページの右側のほうから説明をさせていただきますけれども、委員等報酬の労政審議会委員報酬５万１，

０００円でございますけれども、市条例に基づく労政審議会委員の報酬で、年１回の開催を計画するものでござ

います。引き続いて嘱託員報酬２３９万３，０００円です。あわせて嘱託員社会保険料３０万８，０００円でご

ざいますけれども、塩尻地域職業相談室の労働生活就労相談に関連して設置する生活就労相談員の報酬１人分で

す。平成２１年度、本相談室には、２月末で２万２，０１８件、平均しますと月２，０００件を超える相談件数

がありまして、雇用情勢を反映するような状況となっております。 

 引き続きまして、労政事務諸経費でございます。４１万７，０００円でありますけれども、技能褒賞者記念品
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代ということで１７万９，０００円でございます。市技能者褒賞要綱による技能功労者、優秀技能者への褒賞記

念品等、１４人分を予定する経費及び式典の諸費、それから盆栽等の借上げ料でございます。 

 引き続きまして、勤労者福祉貸付資金１億６，０００万円でございます。勤労者を対象としまして、生活安定

等を目的とした貸付制度のための預託金でありまして、これまで融資あっせんした残債分と新年度分をあわせて

預託するものであります。この市からの預託により、平成２１年度におきましては、金利１．９５％、貸付限度

額２００万円、返済期間７年の融資が可能となっております。平成２１年度は１２月末で５５件の取り扱いがあ

りまして、減少傾向にあります。なおこの預託金は年度末に償還されるものでございます。 

 続きまして、労働者福祉対策事業２，３７２万９，０００円でございます。勤労者福祉サービスセンターの運

営補助金といたしまして１，６００万円です。個人事業所を含めた中小企業の勤労者の福祉厚生を図る、塩尻筑

南勤労者福祉サービスセンターへの運営の補助金でございます。この補助金の財源は、国から福祉振興事業補助

金として２分の１の８００万円が交付されるものでありまして、またサービスセンターを構成する塩尻市と朝日

村、山形村で残りの半分８００万円を、均等割、事業所割で負担するものです。なお国からの補助金は、平成２

２年度を最終年とすることとなっております。また平成２１年度末をもちまして、今年度末をもちまして、波田

町が松本市と合併により脱退する予定となっております。続きまして、労働対策振興費補助金でございます。１

５９万円。勤労者等の団体で構成する塩尻地区労働者福祉協議会への助成金で、労働者の自主的な福祉活動を目

的とした勤労者を対象とした行事、例えばフェスティバルだとかスポーツ大会、交流事業、それから地域課題等

に関する研修会や懇談会、また駅前などの環境美化の活動等について助成するものであります。 

 引き続きまして雇用対策事業４６０万６，０００円でございます。臨時職員社会保険料及び臨時職員賃金と、

それからその少し下になりますけれども、若年者就労支援委託料、それからその下のミニジョブカフェ委託料、

それぞれ、就労者支援事業は１０８万６，０００円、ミニジョブカフェ事業委託料は２０万円でございますけれ

ども、どちらも主として若者の就労支援を目的とした事業となっております。若者就労支援事業は、いわゆるニ

ートと呼ばれている若年の未業者の就労支援を目的とするもので、委託先にＮＰＯ法人を予定させていただいて、

常設の窓口の設置、それから不登校の学生の支援、セミナー等の就労活動の支援をして、塩尻若者サポートステ

ーション事業という事業もございますので、それと連携しながら進めるものであります。なお財源は、県の緊急

雇用創出事業を充てる予定でございます。それから、ミニジョブカフェ事業は、若者就労指導、それから相談の

コンサルティング事業で、学生やフリーター、それから失業者等、さまざまな若者を対象として就職関係の情報

提供、キャリア形成、職業スキルアップ等の指導を行うものであります。平成２２年度は県と共催をしまして、

月１回の開催を予定しているものであります。 

 それから、最初に申し上げました臨時職員賃金は、これら若者等の就業にかかわる諸事業や高等学校の教育機

関等、あるいは労務対策協議会と一緒になって、これらの事業を支援するためのものでありまして、えんぱーく

をその機軸にしまして、できるだけワンストップで就業等の電話相談や、そういう事業のコーディネートができ

るよう、支援サポーターの役割を担っていただきたいと思っております。なお財源は、県の緊急雇用創出事業と

しております。続きまして、ページをめくっていただきまして２０４、２０５ページ、引き続き労働諸費労政費

でございます。塩尻地区労務対策協議会補助金１２６万４，０００円です。雇用安定だとか、労働力確保、安定

的な労使関係を目的とする塩尻地区労務対策協議会へ予定するものでありまして、新規職業者研修、それから、
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歓迎会、激励会、高等学校との産業事情説明会、求人懇談会、それから高校生の職業人セミナー、研修会等々の

事業をやる予定となっております。 

 続きまして駐輪場管理諸経費２９４万８，０００円であります。駐輪場管理委託料１１５万２，０００円と、

それから少し下がったところに広丘駐輪場管理委託料、同じく１１５万２，０００円でございます。塩尻駅、広

丘駅に設置された駐輪場の管理運営を委託するものでありまして、駐輪場の案内、もしくは指導を中心に、更新

手続きの対応、あるいは清掃等の業務を予定するものであります。 

 続きまして、シルバー人材センター事業１，２８７万８，０００円であります。シルバー人材センターの運営

する事業への補助金で、国からも県の機関を通じて同額の補助が直接センターに交付されているものであります。

市の補助金の交付額のうち１７０万３，０００円につきましては、朝日村が負担することになっております。 

 続きまして、２目の職業訓練校の費用でございます。職業訓練校運営諸経費で３２８万４，０００円でござい

ます。塩尻高等職業訓練校指定管理料として１６０万円、木曽髙等漆芸学院指定管理料として１４５万８，００

０円でございます。職業訓練校は塩尻職業訓練協会に、漆芸学院は木曽漆器工業協同組合に、平成１８年度より

指定管理しているものでありまして、これは各指定管理料になります。職業訓練校は、配管、電気工事、それか

ら簿記やパソコン等の科目の履修、実習を行いまして、平成２０年度は１９６人が修了しております。また漆芸

学院では、工芸、それからデザイン科の科目の実習を行い、２５人が修了しているところでございます。 

 続きまして、３目の勤労青少年ホーム管理費でございます。ホーム運営諸経費５３８万１，０００円でありま

すけれども、主なものとしましては、最初のポツのヤングスクール講師謝礼１１８万８，０００円です。青少年

ホームで開催する各種講座の講師謝礼ということで、平成２２年度は２５種の講座、延べ２１６回の開催を計画

させていただいております。引き続きまして、予算書の２０６、２０７ページをお願いいたします。同じく勤労

青少年ホーム管理費の一番下のふれあい・ときめき事業補助金２８万５，０００円でございます。勤労青少年の

出会いの場を提供して交流をする、ときめきデートマッチを開催する実行委員会に対して、その事業費を補助す

るものでありまして、ほぼ男女同数が参加して交流を深めております。今年度で１３回目となりまして、１２６

人の参加をいただいたという状況でございます。以上で説明を終わらせていただきます。 

○委員長 それでは、各項目ごとに区切って質疑を行いますので、今の衛生費の説明を受けた分と労働費の分に

ついて質疑を行いたいと思います。委員のほうから質問等ありましたら、この関連する部分のみについてお願い

したいと思いますが。 

○丸山寿子委員 ２０３ページの労働者福祉対策事業の中の、先ほどの説明で筑南センターなのですけれど、国

からの財源２分の１ということで、平成２２年で最終ということですが、それ以降はどんなふうになっていくの

か、その辺を教えていただきたいのですが。 

○商工課長 筑南センターとしましては、国からの助成金がなくなるということが予定されておりますので、現

在、協議会の中で協議しておりまして、財源不足については、一つは会費の値上げを４００円から５００円にし

てまいりたいという方向で検討しておりますし、また、さまざまな事業の見直しを行う中で、給付等の水準を検

討させていただく中で財源の不足分について賄っていこうということで、今協議をしている状況であります。 

○丸山寿子委員 それからその下の雇用対策事業のところで、若者の就労支援のミニジョブカフェ等もあるわけ

なのですけれど、ニート対策という、さっきの説明だったのですが、今の就職難の中でニートというと、どちら
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かと言うと就職ができない、社会状況ではなくても自分の中のこととしてできない関係の人と、それから、もう

社会情勢の中で就職できない状況になってしまった人とが、両方いると思うのですが、その辺は、どうと限らず

に就労支援ということでは同様にやっていくわけでしょうか。ＮＰＯに委託するほうのほうが、よりニート対策

という感じはするのですけれど、その辺のすみわけと言うか。 

○商工課長 今、委員さんのおっしゃるとおりでありまして、それほど色分けと言いますか使い分けをするわけ

ではございませんけれども、ジョブカフェでは、むしろ就職意識の形成とかキャリア教育とか、そういった就職

に向けたようなものを中心に展開することになりますし、それから、若者就労支援については、いわゆるニート

と言われている利用者等の相談支援サービスを中心に展開をしていくということで考えてはおります。 

○丸山寿子委員 済みません、もう一度、えんぱーくを機軸にといったものについては、どちらかと言うと、若

者就労支援委託料というふうなものか、こちらがＮＰＯですか。ミニジョブカフェというほうが、えんぱーくで

やると考えているのですか。 

○商工課長 来年と言いますか、今年の７月に私ども商工部門もえんぱーくに移る計画となっております。今、

北庁舎でやっております塩尻職業相談所もえんぱーくに移るようになっておりまして、そこに、今お話をさせて

いただいた部分についても集中をさせていただきながら、両方をあわせて、引き続きと言いますか、対応させて

いただくような形を来年までとりまして、できる限りワンストップというわけではございませんけれども、一カ

所で対応できるような形で計画をしております。 

○丸山寿子委員 あともう１点お願いします。２０５ページのホーム運営諸経費のところでヤングスクールなの

ですけれど、去年２１６回講座ということなのですが、たぶん講座にすごく応募してくる講座と、そうでない講

座もあるのかもしれないのですけれども、ＰＲの仕方をもう少し工夫したらどうかという声も少し聞いたのです

けれど、若い人たち対象なので、仕事を昼間しているから電話を昼間はかけられないとか、その辺、向こうの事

務所の方は何時までいるのか少しあれですけれど、曜日によってとか、申込みにくいというような声も少し聞い

たのですが。それともう１点は、若い方が対象なので、インターネットだとかそういった関係のことを使って、

もっと応募がしやすい、あるいはＰＲが行き届くような工夫が必要ではないかということを聞いたのですけれど、

その辺はどうでしょうか。 

○商工課長 御質問いただきました２１６回は、平成２２年度に計画をしている件数でございますので、御理解

をいただきたいと思います。ホームのほうは、前にも、あそこの職員の勤務が午後からということで、なかなか

午前中対応できないということはあります。それと、おっしゃるとおり、今景気の流れもございまして、なかな

か参加していただける方の人数は減少傾向にあります。具体的な広報の内容につきましては、チラシ等を専門の

ものをつくって対応しておりますので、今後検討してまいりたいというふうに思っております。インターネット

の関係は、係長のほうから説明させていただきます。 

○商業労政係長 ホームページ等の活用につきましては、市のホームページを使いまして広報等を行っておりま

す。当然、ときめきデートマッチ等も含めまして、市のホームページを活用をさせていただいております。 

○丸山寿子委員 ホームページとかを使っているということで、チラシもということですけれども、なかなか情

報は届けているようで届きにくいというところがあるかと思うのですが、例えば個別に企業にとか、そういうこ

とはできるのか、できないのか、その辺をお願いします。 
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○商業労政係長 企業につきましては、特に若い勤労者の多い企業等につきまして、個別に情報等を、チラシ等

をお渡しして配布をお願いしております。 

○五味東條委員 ふれあい・ときめきのことでございますが、補助金でございますが、たかが２８万円ぐらいの

ものでございますけれども、これは目的は、要するに結婚目的のためのそういうステージをやっていくという意

味でつくられたものだと思いますが、１３回もやっていて結婚した組というのはどのくらいあるのですか。 

○商工課長 ストレートに結婚ということをうたっているわけではございませんけれども、まあおっしゃるとお

りの趣旨もあるということでございますので。追跡調査をしているわけではありませんので、はっきりした数は

わかりませんけれども、昨年度はこのデートマッチで知り合って、おかげさまで結婚することができましたとい

う報告に、勤青ホームのほうに来られた方がおいでになります。統計的に何組が成就、結婚されたかということ

は把握しておりませんけれども、そういうようなお話も聞いておりますし、またことしも２月に開催させていた

だきましたのですけれども、私が見ている限りの、少しあまり感度はよくありませんけれども、何組かのカップ

ルができて、ひょっとしたらこれは、というような雰囲気のものが何組かはありました。とりあえずそのような

状況であります。 

○五味東條委員 確かにいいことだと思うけれども、その成果として、若い人がときめいて、そこでただ飲んで

いるというだけであって、その成果というとどうかなと私は思っているのですよ。だから、何か目的みたいな、

つくる時にそういうカップルをつくろうというような目的だったと思いますが、その辺はいかがですか。そうい

う目的だったですよ、これつくる時に。 

○商工課長 仲良くなっていただいて、交流を深めていただいて、結果としてそういうふうになれば大変喜ばし

いということだったと思いますけれど。女性のほうはあまり応募者が引く手あまたではないのですけれども、男

性のほうは一点数倍というような形の応募がございまして、中にはなかなか職場の中で異性の人と行き会う機会

が少ないような職場の方もおいでになって、積極的にこういうところに参加していただいているという状況であ

りますので、目的については達せられているところもあるというふうに理解しておりますので、今後は、より運

営の中で成果が出るように企画も考えていく必要もあるかというふうに思っております。 

○中原輝明委員 この内容はどういうことをやるのか。それで、集まった衆は、会費はいくらかもらうわけか。

ただ飲んで帰るだけか。その内容を少し教えてくれ。 

○商工課長 それぞれお集まりいただいている皆さんから、まず会費は徴収させていただいております。 

○中原輝明委員 何人ばかり集まって、どんなことをやっているのか。 

○商工課長 今回は１２６人の方が集まりました。うち、女性が５０人で、残りが男性という形になります。中

身は、初めて行き会う皆さんですので、最初はグループごとに集まって自己紹介から始まり、少しずつゲームだ

とかいろいろなことをしながら仲良く、あるいは親しみを持つような形の段階を踏みながら進めて、最後は、そ

れぞれ意中の人がいればフリーに話をしていただいていくと、そういうようなおおむね２時間くらいの時間を費

やしています。 

○柴田博委員 ２０３ページの労働者福祉対策事業の中の一番下の建設国保支部事務費補助金というもの、説明

を少しお願いします。 

○商工課長 これは、建設国保の組合のほうへの事務費の助成ということであります。 
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○柴田博委員 なぜここでこれだけの金額を補助するのかということは。 

○商工課長 詳細については課長補佐のほうから説明いたします。 

○商業労政係長 大工さんとか建設労働者の国保組合の扱いをするという、行っている建設労働組合に対して、

国保分の扱いに対しての事務費補助ということで６万円を交付しております。 

○柴田博委員 今、建設国保については、新聞等でも国からの補助金が多すぎるとかというような話もいろいろ

出ていたりして、話題になっているのだと思うのですけれど、これは国保に対して補助をしているということで

はなくて、組合に補助をしているということですか。 

○商業労政係長 組合に対して、国保事務の運営をする部分に対しての運営補助でございます。 

○柴田博委員 もう１点、２０５ページの駐輪場の関係ですけれど、塩尻駅の分と広丘駅の分が同額なのですけ

れど、これはなぜ同額になるのか、どういう積算をしているのかお願いします。 

○商工課長 広丘駅につきましては、駅の西と東に、東については既に引継ぎは始まっておりますけれども、２

カ所あるということで、それぞれ委託先の職員が分担をしてやるという形で、それぞれ２人ずつ配置してその中

で運営していくという計画で進めてまいりたいと思います。 

○柴田博委員 そうではなくて。塩尻駅と広丘駅と同じ額なのは、どういう理由ですかと。 

○商工課長 係長から説明させていただきます。 

○商業労政係長 塩尻駅につきましては、平成２１年度までは東口、西口、１人ずつという形で運営してきたの

ですが、広丘駅につきましては、平成２１年度に東口の駐輪場ができたということで、平成２２年度からにつき

ましては、広丘駅についても東口、西口それぞれ１人ずつの運営という形で同額ということでございますので、

よろしくお願いします。 

○柴田博委員 人数が一緒だからということですか。 

○商業労政係長 そうです。 

○柴田博委員 前に広丘駅の駅広のところの説明を受けた時に、西側と東側と、駅広の中の駐輪場と外の駐輪場

で、管理が別々だったと思うのですけれど、この予算上では一緒に管理しているということですか。 

○商業労政係長 広丘駅の新しくできた時点では、まだ工事そのものが完了していないという状況の中で、便宜

的にまだ建設業者のほうで見ている部分と、西口の部分で一人体制であったのですけれども、その方が連絡通路

を使って行き来して見ていたのですけれども、今後きちんと整備された以降は、工事が完了したあとについては、

それぞれ１人ずつの体制でいきたいということで考えております。 

○柴田博委員 それはいいのですけれど、担当部署が、あの時の説明では、広丘駅の西口の元からある駐輪場の

ほうは駅前広場に入っていなくて、商工課の担当で、駅広東口のほうはどこの担当だったかあれだったけれど、

違う部署が担当していて、担当が違うというふうに聞いていたのですけれど、駐輪場の管理そのものは同じよう

にやっているということなのですか、商工課で。 

○商工課長 駐輪場の管理については商工課のほうで担当するということで、広丘駅を考えております。 

○永井泰仁委員 予算に直接という計上はされていないのですが、労働行政の中の高校生の就職状況ですが、こ

としは非常に厳しかったということですが、最新情報と言うか、最終的にはどのような見込みでしょうか。 

○商工課長 高校生の卒業の就職率は、１月末で中信地区で８２．５％という就職率ということで、ハローワー
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クのほうからの情報をいただいております。 

○永井泰仁委員 それで、非常にこういう景気の中で厳しいということですが、この労務対策協議会が今までず

っとやってきていますが、何かこの中で新しい事業に取り組むとか、従来やっているとおりのものをまた踏襲し

て労対協ではやっていたのか、新年度はどういう方針なのかお聞きします。 

○商工課長 今年度につきましても、引き続き高校生の就職活動については、就職の研修会とか、現場視察対応

とか、そういったものを積極的に働きかけていってもらいたいというふうに考えております。 

○永井泰仁委員 それと、労働行政の中で国の雇用調整助成金ですが、市内企業はこれによってだいぶ息をつい

ているということですが、これの状況は把握していますか。 

○商工課長 係長のほうからお答えします。 

○商業労政係長 雇用調整助成金の状況ですけれども、これにつきましては、長野県一本のデータしかございま

せんので、長野労働局の発表の数字でございますが、現在中小企業向けの助成金制度もできていますので、両方

あわせまして最新の情報で平成２１年１０月の状況ですけれども、事業所数で２，１０１事業所、対象の労働者

が４万６，１９６人という、こういう数字になっております。 

○永井泰仁委員 これは、前年度との比較では、まだまだ利用者がふえているということですか。 

○商業労政係長 前年の平成２０年１２月の状況ですけれども、同様に中小企業向けの制度が入っていたのです

が、前年度では長野県で１３１事業所、対象者が８，１４４人ということで、大幅にふえている状況でございま

す。 

○委員長 それでは、ないようですので、次に進みたいと思いますが。なお、最後にまた一括して質疑を行いま

すので、その際にお願いしたいと思います。次に進みます。それでは、６款の農林水産業費、お願いします。 

○農業委員会事務局長 それでは、２１０、２１１ページをお願いいたします。農林水産業費の農業費の農業委

員会費について御説明いたします。説明欄にて主なものを説明しますのでよろしくお願いします。 

まず委員報酬は、委員３０人の報酬でございます。 

 それから、農業委員活動費のうち退職記念品につきましては、平成２３年３月１９日に、今回の農業委員の任

期が来ますので、その費用でございます。費用弁償につきましては、農業委員会及び１９市の農業委員会長の負

担金のものでございます。印刷製本費につきましては、農業委員会だよりの印刷でございます。それから、松塩

筑安曇農業委員会協議会負担金は、経営、耕地面積等によりまして負担するものでございます。それから、農業

委員会の先進地視察につきましては、一人１万円で３０人分でございます。それから、県農業委員会負担金は、

長野県の農業会議等にまいります研修費の負担金、それから女性農業委員は３人の活動費の負担金でございます。 

 次に、農業者年金事務諸経費でございますが、現在、年金受給者及び被保険者がございまして、これらの皆さ

んの事務の経費でございます。それから一番下の農業者年金協議会負担金は、現在５０７人おりますが、これら

の方の年金の受給だとか研修だとか、そういうものを行うための負担金でございます。 

それから、農業委員会事務局諸経費につきましては、印刷製本、郵便料は、農業委員会の選挙人名簿の確認の

ための封筒代だとか、送信料等でございます。 

それから、農地地図情報検索システム業務委託料は、農地の基本台帳、これを更新するためのお金のものでご

ざいます。次の農地情報管理システム帳票カスタマイズ業務委託料につきましては、農地の部会等の会議の資料
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だとか、農地新報だとか、農業委員の選挙人名簿等の申請書、あるいは耕作台帳等を作成するものでございまし

たが、今までは情報管理課のホストコンピュータを使用しておりましたが、これが非常に維持管理費がかかると

いうようなことで廃止するために、新たに４５０万円委託をするものでございます。以上です。 

○農林課長 引き続きまして、２目農業総務費からお願いしたいと思います。予算説明資料につきましては３１

ページからでございます。委員等報酬２５万２，０００円につきましては、農業振興地区整備計画と審議会の委

員の報酬でございます。 

 飛びまして３つ目の丸、農業総務事務費８３２万２，０００円でございますけれども、これにつきましては、

農業振興推進の事業諸経費でございます。営繕修繕料１４０万円につきましては、チロルの森に４施設、構造改

善施設がございますが、そのうちのミルクプラントの修繕を行うものでございます。それから、下から４つ目、

登記書類作成委託料３１０万円でございますが、これにつきましては、地籍調査の訂正に伴う１７件の測量委託

２８０万円、それから農業公社の設立の登記委託料３０万円でございます。一番下、農業公社設立出捐金３００

万円でございます。これにつきましては、平成２２年度に予定をしております公社の設立のための出捐金という

ことでございます。 

皆さんのお手元に資料を１枚配らせていただきました。この出捐金に関してでございますけれども、簡単に説

明をさせていただきたいというふうに思います。２月１０日に全協をお願いをいたしまして、農業公社の考え方

等についての説明をさせていただきました。その後、２月１５日に地域の農業者の皆さんと研究会、あるいは２

６日には農業委員会等をお願いをいたしまして、概要についての話をさせていただいております。そういう中で、

公社の目的に関しては、本市農業にさまざまな課題がございますけれども、関係機関、関係団体との連携によっ

て今まで培ってきた情報、あるいは技術を一元化して農業支援体制の充実、あるいは農地の利用集積円滑化事業

の実施、それから多様な担い手の育成、それから消費者との交流事業、こういったものを通じて地域経済の活性

化に寄与したいということでございまして、一般社団法人として農業公社を設立したいということでございます。

事業につきましては、農作業の受託のほか１２項目を掲げてございます。めくっていただきまして２ページには、

具体的な事業ということで、農作業の支援事業、それから農地の利用集積円滑化に関する事業、それから担い手

の育成、耕作放棄地、市民農園、それから農業情報の発信といったようなことで主な事業を組み立ててございま

す。 

それで、資料の２でございますけれども、これには農業公社の事業計画ということで、事業の見込みも含めま

してですが、たたき台としての計画でございます。基本方針に関しては、公社の設立の目的を言っております。

それから重点目標としまして、４項目を掲げてございます。１つは農作業の支援体制の整備でございますけれど

も、地域の実情に応じた支援体制の充実を図っていくということ。それから２つ目には、農地の流動化の促進と

いうことで、面的な利用集積を進めまして経営規模の拡大、あるいは経営安定を図りたいというものでございま

す。それから３つ目でございますけれども、関係機関・団体との連携の中で多様な担い手の確保を図っていくと

いうこと。それから消費者との連携ということでの交流事業、こういったものについて地域の活性化を図りたい

ということでございます。主要事業につきまして、そこに６項目、それぞれの事業でございますけれども、農作

業支援体制の強化からでございますけれど、６項目をあげてございます。 

２ページを開いていただきますと、その公社の事業内容ということで、現在、農協等と全体の事業の調整をさ
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せていただいていますけれども、その中での項目をあげてございます。１つは、農業支援事業ということで、農

作業の支援事業でございますけれども、この中で３つの事業を行うということで計画を組み立ててございます。

１つは、農家からの希望によっての地域の受託組織、あるいはオペレーター等へのあっせんを行うということで、

委託事業。それから、公社が所有、あるいは利用可能な農機具等、こういったものを使いまして直営での耕作、

耕起、それから収穫作業等を実施するという内容のもの。それから、農家からの依頼を受けて一般の作業、ある

いは専門の作業を請負方式で行うということでございます。これにつきましては、年間で３万９，０００時間ほ

どの事業を予定をしております。それから農機具の貸付事業ということでございまして、農家では使わなくなっ

たりしている農機具等がございまして、それを農機具バンクとして登録をいたしまして、貸し借りの仲介等を行

うということでございます。これにつきましても、七十数軒の皆様から貸してもいいということでの内容もいた

だいておりまして、そういうようなものを仲介していくということになります。それから、耕作放棄地の対策事

業でございます。遊休荒廃農地の解消ということで、それを解消をして営農政策に向けた事業を行うということ

でございまして、ＮＰＯあるいは地域の営農組織への受委託等のあっせん等を行うということでございます。そ

れから、機械による収穫作業ですけれども、こういったものの支援を行うということでございます。耕作放棄地

の再生等については、１０ヘクタール余りを予定をしているところでございます。それから、農地の利用集積円

滑化事業でございます。これにつきましては、農地利用集積円滑化団体としての指定を受けまして、農業委員会

さん、あるいはＪＡとの連携の中で農地の利用調整を行い、貸し付け等を行うということでございます。この事

業の中では、農地流動化を図るという意味の中で、小規模基盤整備等、国の補助を受けながら実施をするという

ことでございます。それから、担い手の支援事業につきましては、意欲ある農業者の掘り起こし等、あるいは法

人化に向けての指導等を行いながら、あるいは農業経営に必要な研修でございますけれども、実施をしたいとい

うことでございます。市民農園の管理につきましては、現在も市で開設しているものがございますが、遊休荒廃

農地の解消等を含めまして、それらを家庭菜園として消費者と言いますか、市民の皆さんに活用していただくと

いうようなことを考えております。それから、農業情報の受発信ということでございます。 

管理費の関係につきましては、理事会・総会の開催、あるいは公社の事業執行に伴う処理でございますけれど

も、そういったものを行っていくということでございます。社員と言いますか、出捐をいただくという形の中で、

塩尻市では３００万円を予定してございますけれども、塩尻市農協、洗馬農協さんから、それぞれ出捐をお願い

したいということでございます。公社の概要につきましては以上にさせていただいて、先ほどの出捐金３００万

円をお願いしたいということでございます。 

それから、予算書の引き続きでございますけれども、農業総務負担金１２３万７，０００円でございます。こ

れにつきましては、家畜伝染病、あるいは疾病予防の事業の負担金でございます。１１３万７，０００円を予定

しております。 

続きまして２１４、２１５ページをお願いしたいというふうに思います。園芸産地基盤強化等促進事業９５０

万円でございます。これにつきましては、野菜農家の経営安定を図るということで、野菜安定価格基金の助成事

業に対するＪＡへの補助金でございます。 

次、２つ目でございます。畜産振興事業２２７万６，０００円でございます。これにつきましては、高ボッチ

の公共牧場の維持管理、あるいは畜産の振興事業費でございます。２つ目の施設整備点検委託料１５１万６，０
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００円につきましては、高ボッチ牧場のポンプの点検。そのほかに、緊急雇用創出事業を活用いたしまして、牧

さくの補修、あるいは牧場内にあります支障木の伐採を委託をしたいということでございます。 

それから次、３つ目の丸になりますけれども、農業者育成支援事業２８６万６，０００円でございます。下か

ら４つ目、農業者育成研修補助金８０万円でございます。これにつきましては、ブドウ栽培、ワインの醸造振興

ということで地場産業の振興、それから雇用促進ということで高校生のフランスワイン研修への助成でございま

す。考える農業学習塾の補助金２５万円、農村女性いきいき活動推進事業補助金３７万円、それから地域おこし

農家組合補助金３８万円につきましては、それぞれ農業団体への補助金でございます。 

４つ目の丸、農作物等災害対策事業１，２４７万円余でございますけれども、これにつきましては有害鳥獣対

策を中心としました農作物への被害防止にかかわる事業でございます。臨時職員賃金１９５万８，０００円につ

きましては、鳥獣パトロール員でございますけれども、この２人分の賃金。そのほかにカラスの捕獲おりの管理

人を、緊急雇用創出事業を使いましてお願いしたいということでございます。それから営繕修繕料３５万７，０

００円、その下３つ下でございますけれども、これにつきましては、片丘のカラスおりでございますけれども、

大分傷んできておりまして、その修繕の費用でございます。それから下から４つ目、熊の学習放獣手数料につき

ましては、クマの捕獲をしたものの学習放獣ということで５頭分を予定しております。一番下、猿害対策事業委

託料３９２万４，０００円でございますけれども、これにつきましては、サル追い事業でございますけれども、

これを猟友会に委託をするということでございます。平成２１年度については、この事業の中で１６頭の駆除を

させていただいてございます。続いて２１６、２１７ページをお願いしたいと思います。２つ目の有害鳥獣防除

対策事業補助金１１１万円余でございますけれども、これにつきましては、電気牧さく、あるいはネットの設置

に対する補助金でございます。補助率は、団体で２分の１、個人は３分の１でございます。その下、有害鳥獣駆

除対策協議会の負担金３５０万円でございますけれども、有害鳥獣の個体数調整に対する市の負担金でございま

す。その下、有害鳥獣駆除従事者確保事業補助金１９万８，０００円でございますけれども、これにつきまして

は、狩猟者が減ってきているという現状がございまして、新規でございますけれども、わな猟の従事者を確保す

るということで、免許の取得、あるいは登録費用の一部を補助させていただくということで、従事者の確保を図

っていきたいということでございます。 

次、市の農業振興資金の利子補給事業４６９万９，０００円余でございますけれども、農業振興資金融資斡旋

規則に基づく制度資金の利子補給金でございます。これにつきましては、今までの生産資金ということで、どち

らかと言うと設備資金が中心でございましたけれども、経営安定の資金の制度を新年度では新設をしたいという

ことでございます。２００万円を限度といたしまして、５年以内の償還を予定をしております。 

次、農業経営基盤強化資金利子助成事業２０５万７，０００円でございます。これにつきましては、認定農業

者が経営改善を図るために借り受けた資金に対する利子助成でございます。 

次、ふるさと農業ステップアップ実践事業１，１００万円でございますけれども、農家の高齢化等による生産

性の低下を補うための事業、あるいは、農業者の団体の組織化を図るための事業でございます。協同機械利用施

設等の導入事業補助金として９００万円、それから営農サポートセンターの運営負担金として２００万円でござ

います。 

次、農畜産物消費宣伝事業７０万円につきましては、地元産の農産物の消費拡大、イメージアップを図るもの
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でございます。 

次、ぶどうの郷づくり等推進事業１，５９９万３，０００円でございます。果樹産地の維持を図るということ

の中で、果樹園整備促進事業補助金として１，２００万円。これは、果樹棚の整備のほか、雨除けハウス、ある

いは優良果樹の苗木の導入に対する補助でございます。果樹共済加入推進特別対策事業補助金３９９万３，００

０円でございますけれども、セーフティネットとしての果樹共済の加入のための掛金の補助でございます。 

次、中山間地域等直接支払事業２，３３３万円余でございますけれども、これにつきましては、中山間の耕作

条件地域での耕作放棄地の防止、あるいは機能の保全を図るということでございまして、１７集落と協定を結び

まして約１３１．７ヘクタール余に対して交付金を交付するものでございます。国の山地開発の事業にあわせて

実施をしていくものであります。 

次、環境にやさしい農業推進事業９０５万９，０００円でございます。環境保全型農業を推進するということ

で、農地地力向上対策事業補助金２０５万５，０００円でございます。これは、レタスの根腐れ病の被害防止と

言いますか、拡大防止対策、それから風食防除のための緑肥種子に対する助成、それからナタネの種子の助成を

行うということでございます。補助率は３分の１でございます。農業用廃プラスチックの回収処理あっせん事業

補助金でございますけれども、６３２万４，０００円でございますけれども、農家の排出する廃プラスチックの

収集処理に対する助成でございます。補助率は５分の１でございます。防薬ネットの設置事業補助金６８万円余

でございますけれども、農薬のドリフト防止、飛散防止のためのネットの設置に対する補助でございます。 

農業担い手育成対策事業２０８万円でございますけれども、多様な担い手の育成確保、あるいは新規就農者の

経営を支援するということで、農業マスター養成塾ということで、農業経営専門研修を５回コースで実施をして

いきたいということでございます。新規就農者補助金２００万円につきましては、新規就農をして経営を始めよ

うとする場合でございますけれども、設備投資が必要になるという部分がございまして、経営上必要な農機具等

ですけれども、その経費を補助していきたいということでございまして、限度額１００万円でございますけれど

も、補助率２分の１ということで計画をしております。 

２１８、２１９ページをお願いしたいと思います。農作物自給率向上事業１，０３２万円余でございます。こ

れにつきましては、従来の米の生産調整の対策事業、あるいは遊休荒廃農地の事業を投入して、食糧自給率の向

上を図ろうというものでございます。臨時職員賃金２４８万６，０００円につきましては、米の生産調整にかか

わる臨時職員の賃金のほかに、新規に地域雇用対策事業を活用いたしまして米の生産調整にかかわる台帳の整備、

あるいは実際の面積を調査するということでの賃金を計上させていただきました。次、７つ目の農業用機械修繕

料２４万９，０００円でございますけれども、これは収穫作物に応じたコンバインの部品交換をするということ

での費用でございます。それから、下から５つ目になりますけれども、農業用機械の借上料１４８万３，０００

円につきましては、遊休荒廃農地を作付け可能な状態に再生させるということの中でのトラクターのリースの借

上料でございます。運搬費等を含んでおります。その下、農地再生工事でございますけれども、国の耕作放棄地

の再生利用交付金を活用しまして、遊休荒廃農地を再生して利用しようとするものでございます。その下、農地

再生支援補助金でございますけれども、遊休荒廃農地でございますけれども、重機等を使用して抜根等の再生を

しようとする場合の補助金でございます。２分の１で、上限８万円ということでございます。３万円上限を上げ

させていただいたということでございます。その下、数量調整円滑化推進事業補助金につきましては、米の生産
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調整対策推進のための事務諸経費でございまして、市の水田協に定額を交付するものでございます。その下、農

地利活用推進補助金３５０万円でございます。遊休荒廃農地で耕作を再開して、販売目的で作付けした場合、指

定作物ということで大豆、そば、あるいは菜種等に対して、新規作付けについては１０アール２万円、２年目以

降につきましては１０アール１万円を新規に交付しようというものでございます。 

次、４目農村総合整備費でございます。農業集落排水事業会計操出金２億９，０００万円余でございますけれ

ども、これにつきましては、一般会計から農業集落排水事業会計への操出分でございます。 

５目の宗賀地域環境施設管理費でございます。５６万６，０００円余でございますけれども、新農業構造改善

事業で整備をいたしました本山野営場、林間休養施設の維持管理費でございまして、指定管理料として２７万２，

０００円、本山区に対して管理委託するものでございます。 

次、２２０、２２１ページをお開きいただきたいと思います。 

○農業委員会事務局長 ２２１ページをお願いします。農地流動化の促進事業でございまして、これは農地流動

化の促進推進員が１３人おりまして、これらの仕事は農地パトロールでございますが、特に農地法が改正いたし

まして、来年度はこれを重点的に行うというようなものでございます。今まで４回のものを、８回をやりたいと

いうふうなことでございますのでよろしくお願いします。 

 それから中核農家等育成規模拡大奨励金、これは予算説明資料の一番最後、６５ページをお願いしたいのです

が。これは、補助金につきましては平成２２年の見込みは、おおむねですが、これは概算でやっていますが、約

９６ヘクタールと、あと認定農業者の割り増し分をお願いするもので、約１，４５０万円ということでございま

す。 

 その下の県農地情報管理センター負担金。これにつきましては、利用権設定、いわゆる貸し借りのものや再委

託のものを業務委託して管理しているものです。 

 家族経営協定者連絡会補助金は、会員が５０人おりますが、それらの研修のものでございまして、負担をして

いるものです。以上です。 

○農林課長 続きまして、７目の農地費をお願いしたいと思います。予算説明資料につきましては３２ページか

らごらんいただきたいと思います。２つ目の丸、土地改良事業２，９６７万５，０００円でございます。これは、

市単の土地改良事業の実施の諸経費が主なものでございます。下から２つ目、重機借上料２８９万円、それから

一番下、市単農業農村基盤整備工事２，１００万円につきましては、地元要望からの水路改修等の整備工事費等、

あるいは重機貸与でございます。それから２２２、２２３ページをお開きいただきたいと思います。上から２つ

目、現物支給用資材２９０万円につきましても、地元要望による材料支給をしたいというものでございます。そ

れから、下から３つ目、県単の農業農村整備事業補助金でございます。１９万円でございますけれども、これに

つきましては、松本市の土地改良区が今村堰の取水口の整備を計画しております。県単の農業農村整備事業を導

入しているということでございます。この地域内に塩尻市の受益が１８．９ヘクタールございまして、負担割合

３８％ということになりますけれども、調査設計費でございますけれども補助をするものでございます。 

土地改良事業負担金１７６万８，０００円でございます。下から２つ目になりますけれども、国営造成施設管

理体制整備促進事業負担金１６５万８，０００円でございます。これは、中信平の二期地区で国営造成事業を実

施しておりますけれども、この施設を管理する、土地改良区の管理体制を整備強化するということで、市が１０％
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を負担するものでございます。 

土地改良事業補助交付金１億２，２００万円余でございます。これは土地改良事業の地元負担金の軽減補助金

ということでございます。土地改良事業で地元の負担金の負担を軽減するということで、昭和６０年から平成２

１年までですけれども、農林漁業資金、この償還金、８４件分でございますけれども、借入金の償還にあわせて

助成をするものでございます。農地・水・環境保全向上対策交付金４２万７，０００円につきましては、農地、

農業用水の保全を図る共同活動を支援する事業でございまして、現在、上西条、下西条の２地区で取り組みが行

われております。 

次、減渇水対策施設維持管理事業１，７６０万円余でございます。これにつきましては、国鉄の減渇水対策施

設が２５施設ございますけれども、その稼動、維持、修繕に要する経費でございます。電力使用料８５０万円ほ

かでございます。それから、送水管理委託料４５０万円余につきましては、水道事業部へ送水管理業務を委託す

るものでございます。水利調整委託料３００万円余につきましては、北小野、あるいは塩尻地区１１５ヘクター

ルへの送水あるいは水利調整を北小野の水利組合協議会、それから東の土地改良区にそれぞれ委託するものでご

ざいます。 

８目、農村公園管理費でございます。農村公園管理諸経費１９３万３，０００円でございますけれども、これ

につきましては、農業公園４施設ございますが、上田、小曽部、牧野、日出塩とございますけれども、それぞれ

の管理委託費でございます。指定管理等委託料として１３０万円でございます。 

それから、２２４、２２５ページをお開きいただきたいと思います。９目土地改良施設維持管理適正化事業費

でございます。１，３００万円余でございますけれども、国の維持管理適正化事業を活用いたしまして土地改良

施設の延命と言いますか、機能の保持を図るものでございます。下から２つ目、ポンプ施設維持工事でございま

す。６００万円でございますけれども、塩尻送水機場のポンプのオーバーホールを実施するものでございます。

その下、維持管理適正化事業負担金６６０万２，０００円につきましては、維持管理適正化事業１９カ所分の拠

出金、負担金でございます。これにつきましては、５年間、拠出負担をいたしまして、その５年の間に事業を実

施をするということでございます。 

次、２項林業費１目の林業総務費でございます。説明資料につきましては３３ページからでございます。林業

被害防止対策事業諸経費５３５万６，０００円でございますけれども、これにつきましては、カモシカの食害対

策、松くい虫の予防対策、それから野生鳥獣被害防止対策の事業の経費でございます。臨時作業員賃金につきま

しては、松林監視員６人でございますけれども、これを５カ月間でございますけれども監視活動を実施していた

だくものでございます。ちなみに、平成２０年に善知鳥峠で松くい虫が確認されまして、その後平成２１年度で

ございますけれども、丘中でスポット的に確認をされております。周辺への拡大というのは今のところ確認され

ておりませんけれども、被害の拡大が予想されるところでございます。カモシカ食害対策事業委託料１０５万６，

０００円につきましては、文化庁の許可を得て個体数調整を行うものでございます。松林被害予防委託料につき

ましては、松の枯損木の伐倒処理を委託するものでございます。鳥獣被害防止緩衝帯整備事業委託料につきまし

ては、２００万円余につきましては、里山の崩壊森林を緩衝帯として整備するものでございまして、７．４ヘク

タールを予定をしてございます。 

その下、林業総務事務諸経費１４９万４，０００円でございます。これにつきましては、国の新機構の負担金
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等が主なものでございます。ページをめくっていただきまして２２６、２２７ページをお願いしたいと思います。

３つ目、みどりの少年団育成・活動補助金４５万円でございます。３つのみどりの少年団に対する補助でござい

ます。 

次、２目の治山林道費でございます。１９９万４，０００円でございます。地元要望による林道等の維持補修、

あるいは災害防止のための治山事業でございますけれども、先の臨時会の中で、こういった補修工事について前

倒しをお願いしたところでございます。 

次、３目の造林費でございます。森林等整備維持管理費５，４００万円余でございます。これは多様な森林整

備事業ですけれども、補助金等を活用して森林整備を促進するということでございます。一番下、市有林施業委

託料１，３００万円余でございますけれども、市有林の整備でございますけれども、５４ヘクタールを予定をし

ております。次、２２８、２２９ページをお願いしたいと思います。一番上、整備地管理委託料１５８万円につ

きましては、一部生産林でございますけれども、これが２カ所ございますけれども、その維持管理を行うという

ことでございます。その下でございますけれども、贄川の森公園下水道接続工事８４万円でございますけれども、

贄川の森公園にあるトイレでございますけれども、下水道に接続する工事費でございます。その下、森林整備地

域活動支援事業交付金３２０万円でございますけれども、森林整備を実施するために必要な現況調査等、地域活

動に対する交付金でございます。一番下でございますけれども、森林整備補助金３，４２５万７，０００円につ

きましては、有利な補助金を活用して民有林の森林整備を進めるということでございまして、内容は、１つは国

庫補助事業ですけれども、森林造成事業補助金７５０万円余を予定しておりまして、民有林の整備でございます

けれども１１０ヘクタールを予定をしております。従来、里山エリア再生交付金事業というものがこの補助の財

源になっておりましたけれども、事業仕分けで廃止になりまして、流域育成林整備事業を活用して事業を実施す

るものでございます。ふるさと森林整備事業補助金、これは市単の事業でございますけれども、除間伐３０ヘク

タールを予定をしております。それから公的森林整備補助金２，５５５万円余でございますけれども、昨年８月

に楢川地区が県の森林整備保全重点地域として指定を受けました。国の公的森林整備補助金ですけれども、こう

いったものを活用して面積７０ヘクタールの森林整備を行うということでございます。以上でございます。よろ

しくお願いいたします。 

○委員長 この際、１０分間休憩します。 

午前１１時２０分 休憩 

――――――――――― 

午前１１時３０分 再開 

○委員長 それでは休憩を解いて再開いたします。先ほど説明を受けました農林水産業費について、委員より質

疑を受けます。 

○中原輝明委員 課長でも部長でもいいが聞きたいが、総体的なことだが、いよいよ社会資本の整備をしなけれ

ばいけない問題に入ってきたが、予算が。皆さんが各部署で要望した予算に対して、どの程度実現しているのか。

地域から出た要望に対して。課長でも何でもいいが、両方で答えてよ。 

重要なものが削られているのか、いないのか。そのしわ寄せがなぜ来たかというと、えんぱーくそれぞれの箱

物に影響しているのか、していないのか、その辺もはっきり。これは難しいではなくて、しっかりしなければい
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けないぞ。答えられなければ後でいい。それを私は聞きたい。 

○農林課長 土地改良事業費に関して申しますと、地区要望で７５件ほどの要望が出ております。ただそれらに

関しましては、現実に今までも必要な部分は精査しながらということでございますけれども、半分程度、地区要

望に対してでございますけれども、半分程度か半分以下か、その程度が事業実施ということでございます。 

○中原輝明委員 今言われたことに対して、部長は、理事者でもいいが、そのものが何かが影響してそうなった

のか、あるいは重要な、今こそ社会資本のものが必要だと私は思っているわけ。それに対して半分以下だなど、

とんでもない話で、これから基本的には、収入役も大変御苦労願った、去る人になってしまって申し訳ないが、

その辺をよく後世と言うか、あとの皆さんに伝えてほしい。これをお願いしたいと思っている。 

○収入役 せんだって第二次のきめ細かな交付金事業の臨時会をやっていただいて、２億４，０００万円ほどが

平成２２年度事業から前倒しになっていますので、実質の２６億円の三点幾つの減というのは、そういった前倒

しで、景気浮揚でそういうことがあったものですから、要求額にものすごく影響しているということはございま

せん。ただ、えんぱーくとかそういったものの事業は平成２１年度事業で、ほとんど保留床とかそういうものを

取得するための支出をしてございますので、それのためのピークは越えております。ただ、それによって地域要

望が縮小されてはいないかということですが、むしろ昨年の夏に要望を取りまとめた土木事業等については、第

二次のきめ細かな対応でかなり前倒しになっておりますので、要望されたものを箇所付けして、今盛んに１３カ

月予算でやっておりますけれども、果たして事業が間に合うかというくらい前倒しで実施させていただいている

という現状であります。したがいまして、今回のこの新年度予算における、そういった地域要望を削って我慢し

ていただくという、去年のような査定はしてございませんので。ただ、もちろん何でもかんでもみんな全部取り

入れているわけではありませんけれど、そういったことで予算編成の方針も立てておりますし、影響のないもの

というふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○中原輝明委員 要望にしておいてもいいが、今の収入役の言うことは、よく聞いてわかるが、前倒しというの

は、国から来たものがみんなその中に包含されたものだと私は思っている。そのおかげで、間に合うか、間に合

わないかという工期の問題もあると思う。これは、いわゆる塩尻の建設業界のいくらかでも足しになればいいと

いうようなことだと、私は思うけれども、実際にしてみると、今の箱物、私は地方はよくならなければいけない

という基本の考えでいるのだが、今でもいるが、問題はばらまき的な、いわゆる箱物をあっちもこっちもではな

くて、今、地域から要望されているものがいかに重要か。そういうものを満たすことによって、各箱物をやって

いいか、いけないかということが判断できるわけだ。その部分は、今後、収入役として今まで御尽力願ったもの、

豊富な経験の思いを後の副市長と市長にきちんと伝えていってほしい。これは私の要望だ。お願いします。 

○収入役 はい。 

○委員長 そういうことで、次、先ほど説明を受けた農林水産業費について。 

○五味東條委員 農業公社の考え方ということで、これは書いてあるのですが、要するにこれを見れば、本当に

いわゆる塩尻農協だとか洗馬農協が本当に出資を２００万円していただいて、全面的に協力しなければこれは成

立しないと思うのですよ。この文章からするとね。その辺はいかがですか。 

○農林課長 今、両農協さんとも事業の概要等も含めてでございますけれども、詰めているところでございます。

公社を設立するに当たって、今回、出捐金をお願いしていますけれども、ＪＡさんでも総代会の、出捐に関して
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は議決が必要になってまいります。そういう中で、実際、今話をいただいておりまして、おおむね市農協につい

ては理事会で了解をいただけたというようなお話もお聞きしております。ただ、細かい内容につきまして、さら

に農業担当理事会で詰めるということになっております。それから洗馬農協さんの関係につきましても、理事会

で２回でございますけれども話をさせていただいております。今月の中で事業費と言いますか、総代会のほうに

予算についての審議がございますので、その中でぜひ御協力いただけるように引き続き説明も含めてですけれど

も、そういうふうに話したいと思っております。 

○五味東條委員 この考え方の、例えば４ページの参考のところに書いてありますが、２００万円、両農協が出

資して、役員も両農協から出てもらわないと、この公社は設立できない感じですよね。役員も農協から来てもら

うというような形で。その見通しというのは十分あってのことですか。 

○経済事業部長 今、課長のほうで説明したとおりでございます。一点、確認の意味でお話ししておきますが、

ＪＡ塩尻市が１００万円、ＪＡ洗馬が１００万円、あわせて２００万円ということでございますので、済みませ

ん、それぞれが２００万円ではございませんので。したがいまして、今の予定ですと、市の３００万円とあわせ

て合計で５００万円という形を考えております。それから、それぞれ農協の関係者も入っております、新たなこ

ういう農業公社のような組織を考える研究会というような組織がございまして、それは１年以上前から開催をし

て、視察等をしてきております。それから、事務レベルでも何回かやっておりまして、今課長が報告しましたよ

うに、理事会の中で運営、市農協については方向性について了解をいただいている。それから、洗馬農協につい

ても、今月の理事会の中でそのような方向にぜひしていただきたいということで、今お願いをしている段階でご

ざいますので。その後、総代会が５月にあるということで、そこでの決定が必要だということでございまして、

最短でいけばそこで了解が得られれば、その後、市と両農協、三者で公社が設立という段取りに具体的には入れ

るということでございます。それから、役員の関係、職員等につきましても、役員のほうは会議がある時に役員

を出していただくということなのですが、職員については、まだ最初からフルに農協さんに出していただくとい

うようなことまではなかなか、事業の内容もこれから詰めなければいけないところもありますので、その辺につ

いてはまだ未確定でございますが、最終的にきちんとした事業、きちんとした事業という言い方はおかしいです

が、最初は全部フルに事業をやる空気が、まだなかなかそこまで煮詰まっておりませんので、最初のうちはフル

に職員が来ていただくというようなことではなくて、毎日ではないというような形になると思いますけれども、

その辺についてもお話をさせていただいておおむねの了解をいただいている、事務レベルでの了解はいただいて

いる、そういう段階でございます。 

○五味東條委員 やはり、私は公社は必要だと思いますけれど、いずれにしても農協の役員だとか、いろいろ農

協の関係者等から聞いてみると、あまりいいことを聞かないのです。何か仕事をとられてしまうと言うとおかし

いけれども、そのような形の感覚も聞くものですから、要するに一体となってやらないと、出捐金も出すわ、役

員も農協から出すわという感じで、公社の案ですので、その辺をじっくり詰めていただいて、農協のほうも少し

そこに違和感というものがあるような気がするのです、今の私の考えでは。その辺を、これは要望です。そのよ

うな形で少し、ぜひ詰めていただきたいと思います。 

○中原輝明委員 関連で。今の話は、洗馬農協はあまり通じていないよ。私はズバリ言うが。私は行って話をし

てあるので、聞いているのだから。だから、ここばかりでやってはいけないし、もう一つは、藤森部長に聞きた
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いのは、役員がああだこうだ、市の役員が市役所の職員だか何だか知らないが、裏では変な話が出ているぞ、い

っぱい。これはどういうことだ、一体。はっきり私に答えてよ、きょう。どういう考えでいるか、市の職員をど

ういう扱いをするか、ここへ来る役員、市から出る役員を。出ているのだよ、話が。きょう言えといえば、言え

ば面倒だから言わないがな。いっぱい出ているよ、ちらほら。これはどういうことだ。 

○経済事業部長 市のほうから出る役員と言いますか、それは職員ということではなくて、役員という。 

○中原輝明委員 役員さ、どういう役員で構成するつもりでいるのか。 

○経済事業部長 まだそこまでは具体的に決まっておりません、市の内部でも。ただ、通常ですと、市が一番主

体で動いていかなければいけない組織になりますので、市の理事者のだれかがそこに出ていくというのが、通常

の考え方でございます。 

○中原輝明委員 それは、言葉ではうまく逃げるが、理事者などと、それはわかる。では、その下の者はどうな

るのか、職員は。 

○経済事業部長 職員のほうも具体的にまだ詰めておりません。組織のほうにつきましては、４月から準備室を

設置をしてまいりますけれども、職員のほうはまだ具体的には詰めておりませんで、身分的には、市の職員を農

業公社に派遣してその事務を執っていただくという、そういうふうになりますが、まだだれがそこにつくかとい

うことまでは決まっておりませんので。 

○中原輝明委員 それは、こうだということはできないかどうか知らないが、そういうことがちらほら、ちまた

で流れている。だから、これはよく気をつけなければだめだよ。何か構想がなければおかしいではないか。だれ

がどういうぐあいにあてる予定だと。そのくらいなければ、こんなものはできないよ、設立したくたって。役員

というのは、農協の組合長や長だけでは、市の言うとおりになって全然発展性がない、改革が。その中でみんな、

だれもいやだから。言えないのだ、おぞいことを。それを言えるような人を入れなければ。みんな仲間きりでは

ないか。振興公社だってそうではないか。みんな、いいわいいわで、みんな固まっているではないか。悪いなど

という人は一人もいない。本当だぞ、思った意見を出していくらかでも改革しようなどといっても、みんながま

あまあでは、みんなまあまあになってしまうではないか。そういう話が専ら出ているのだよ、今。まちづくり会

社もそうだしさ、塩尻の。これだって経済が生きているようなものではないか。もっとしっかりしてくれ。それ

で、自分の思っている図は、だれがどんなぐあいに今構想を持っているというようなことは、あれば出してもい

いではないか。 

○経済事業部長 農業公社につきましては、役員は、先ほど言いましたように理事者ということに多分なると思

いますけれども、実際に専従と言いますか、職員の方についてはまだ具体的にはまだ名前は決まっておりません。

ただ、農業は非常に裾野の広い産業でありまして、ですので、その辺の経験のある方も含めまして、そういう形

で選任をしていくということになるかと思いますので、具体的な氏名とかそういうことについては。 

○中原輝明委員 差し控えるか。差し控えると言えば、私はわかるが。 

○経済事業部長 ＪＡのほうの対応は課長がやっておりますので、ＪＡのほうからだれが出てくるかということ

については、課長のほうで後ほどお話しします。それから、振興公社の話題も少し出ましたけれども、振興公社

は評議委員が９人、それから理事が９人おりまして、評議委員の中には会議所さんでありますとか、官の有識者

の方とか、そういう形で入っておりますので、市の中だけで固めているわけではございませんので、その辺はぜ
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ひ御理解をいただきたい。 

○中原輝明委員 深い理解をしております。 

○農林課長 農協さんの役員の選任に関しては、今現在、組合長が出る、あるいは専務が出るとかという話は具

体的にはしてございません。 

○永井泰仁委員 この農業公社のことについてですが、議会の質問にも出ておったのですが、いわゆる社団法人

でやる場合には、出捐金がなくても組織は設立できるのですが、市や両農協初め、それぞれしっかり出資金とい

う形で出捐金を出すわけですが、この辺の出捐金を出すという目的は、どういう目的で出すのか、基本的なこと

を。 

○農林課長 出捐金につきましては、従来、財団法人での農業公社の設立の中では、それなりの発言権を確保す

るということの中で、総額に対して半分以上の出資と言いますか、そういうものが従来は求められてきました。

それが、公益法人制度の改革によりまして、社団法人についてはいらないということになりましたけれども、そ

ういったいわゆる株主、一般の会社で言えば株主ですけれども、その責任を明確化するということと、全体の中

で、出資金から見てどの程度の発言権が確保できるか、そういったところからこの金額を算定させていただいて

います。 

○永井泰仁委員 そういうことで、金も出すし、口も出すということのようでございますので、しっかり市の指

導性を発揮してほしいと思います。それから、この同じ公社の関連の中で、今国会に農林漁業総合化促進法とい

うのが閣議を通って提案されて近く通過すると、こういう見込みですが、その趣旨の中で、農家がいわゆる農産

物の加工から始まって直売まで、今度はできるというような形のものがこの促進化法の中に組まれているもので

すから、この６番の事業の（８）に、特産品の加工、開発等の支援に関することということで載ってますが、こ

こに特産品の加工だけではなくて、直売とか、開発等ということで直売という言葉をぜひ加えてほしいのですが、

その辺の考えはどうでしょうか。 

○農林課長 地域の資源を生かして農業所得を向上させようという部分が、この制度の中ではあろうかと思いま

す。ただ、市内の中では、現に１１の直売所が動いております。農家さんが運営しているところもございます。

ただ、この間の一般質問でもございましたように、市内一円をカバーできるというような直売所はないわけでご

ざいます。実際に、今の既存の直売所も含めてですけれども、どのようにしていくかということについては、今

後も、農協さんも含めてですけれども、詰めさせていただきたいというふうに思います。 

○永井泰仁委員 今後詰めてもらうということですけれども、やはり、１０番にも出ているように、いわゆる流

通の業者とか、加工の業者に連絡強調というようなことで、これに関することもやるということですので、ぜひ、

農家も今度はこういう加工だとか、あるいは直売の計画を立てると、国のほうでも無利子融資の関係も積極的に

やっていくということの中で、計画の段階から少しリードしたり、知恵を加えていくということが、これからの

農業では、拡大していくには大事だということですので、ここで今すぐということではないですけれども、折角

法律がそういうことで、農家が自由に加工もできるし、農地の中でも直売ができるし、またそういう国に事業計

画を出したというところは転用の許可についても簡素化できるような、折角こういう法律の趣旨ができてきまし

たので、ぜひまたこの理事会なり、農協さんともいろいろな話を入れて、私は、ここへまたぜひこういった加工、

直売がさらに広がるような、そういうことも公社で支援をしてほしいと、これは要望ですけれども、そのような
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ことでお願いしたいと思います。 

○委員長 ほかに。 

○副委員長 一般質問でも質問をさせていただきましたけれど、市長の政策の柱が農業再生と教育再生というこ

とで言われて、農業再生、教育再生、それぞれ違う議員さんが細かく質問するところがあったので、私も少しだ

けやらせてもらったのですけれど、全体の新年度の予算を見ていますと、農林再生と言うにもかかわらず、農林

の全体の予算が８億３，０００万円ぐらいきりないのですよ。教育再生と言われる教育のほうは２９億円あるの

です。当然、保育園にいる保母の給料だとかいうものも入ってくるとは思いますが、では、農林の柱は何かと言

われたら、いろいろな質問の中でも農業振興公社の設立というのが、多分頭になってくると思います。私は、農

業公社に対して反対はしていませんが、予算書の中で、農業費の中の２１７ページの担い手育成対策事業の農業

マスター育成塾の開催ということで、８０万円というものが載っています。８０万円ではなくて８万円と、農業

公社の主要事業の多様な担い手育成事業の８万円。これがどうも一緒の事業かなと思いますし、それから市民農

園の、２１９ページの市民農園管理委託料、この９万７，０００円と、主要事業の開設２００区画の９万円とい

うものと、それからもう１つ、農業再生工事及び再生補助支援金というのは、２１５万円あるのですけれど、こ

れと重機借上でいくと、大体そのくらいの金額になるのかなと思われるのですが、これはどういう。例えば、農

業公社が設立した後、この一般会計の農林費の中からそちらへ移行するという予算の組み方ですか、その辺を少

し教えてもらえますか。 

○農林課長 今回、新年度予算にお願いしてあるのは、出捐金と設立にかかわる登記委託料の部分だけでござい

ます。この公社が設立されれば、公社の事業として移行させていく部分があると思っております。そういう部分

の、今、委員さんの御指摘いただいた内容だというふうに思っております。いずれにしても、公社が設立した場

合には、予算等の組みかえをまたお願いをしていきたいというふうに考えております。 

○副委員長 それと、どうしてもこれ、反対はしないのだけれど、農業公社がどうやって利益を、そういう事業

というのは何か、何も見当たらないような気がするのですけれど。ただ、たまたま委託をされている事業だとか、

どういう収益を上げようという、そういうあれがありますか。どのくらいの収益を上げていこうという。公社と

いうことになるので、職員もそちらへ派遣する、農協からも派遣される、それから、ほかに理事長さんたちもい

るというように。そういう感じでやっていくと、どうしても、農業公社がどうやって収益をと。そのあれで行く

と、産業公社はなかなかしっかり利益が上がりそうな仕事もしているね、いろいろな委託を受けて。そっくり委

託を受けるので。だけれど、農業公社はどういうもので利益を上げていくというのが、まだはっきり見えないの

だけれど。 

○農林課長 委員さんのおっしゃるとおりでございます。農業は非常にもうからない部分がございます。今まで

農業ということで、振興を図ってきておりますけれど、なかなかそういった部分で解消しきれない部分がござい

ます。ただ、農業に関してですけれども、先ほど永井委員さんからも話が出ましたけれども、今後収益を生み出

せる事業というのは、物を販売するとか、そういった部分が出てくるかというふうに思いますけれども、当面は、

今の遊休荒廃農地の解消、それから農作業の支援体制とか、その充実を進めさせていただいて、その後にでござ

いますけれども、公社の事業ということで拡大をしていきたいということで考えております。ですから、この今

の時点で、そのものが収益をたくさん生み出してくるという事業ではございません。 
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○副委員長 それとあと、農業委員会費が前年に比べて６００万円ほど減っていますけれど、これは農地の流動

化とか、そういう、以前、農業委員会がやっていたものが農業公社に移っていくという、それであって、それだ

け落としたのですか。 

○農業委員会事務局長 今の考え方ですが、農業委員さんは今までどおりに、農地の貸し借りをやっていただい

て、そうしますと、現在やっていますと、場所の悪いようなところは、石があるだとか、湿田だとか、そういう

ところはどうしても借り手がいなくて、というようなことになってしまいます。それを公社がやる方法もありま

すし、中には、私は個人は嫌だと、市とか農協だとか、そういうところならやるという農業者も中にもいまして、

そういう話もあるものですから、そういう方たちは公社ならおそらく貸して委託するだろうと。そういうことが

考えられております。 

○副委員長 それはいいのだけれど、６００万円、前年より少なくなってしまっているではないですか、農業委

員会の予算が。 

○農業委員会事務局長 これは当初予算ですので、まずは人件費がすごく安くなっております、我々の。 

○副委員長 職員の人件費が減ったということですか、６００万円。それは大変だ。そういうことですか。 

○農業委員会事務局長 それは、委員会も確認していますので。 

○副委員長 はい、わかりました。 

 もう１つ、今度、農業委員会の改選がありますけれど、今度は３０人が２２人になりますね。これを見ていけ

ば、その予定だね、この予算説明を見れば。平成２３年３月１９日に農業委員会の選挙があって、定数が２２と

いうふうに出ているのですが。予算説明資料の６４ページ。これは６人減らすわけですか。 

○農業委員会事務局長 農業委員は、農地法の改正もありまして、相当厳しい遊休荒廃地が始まって、処理しな

ければいけない部分で、今のところは減らすあれはありません。 

○副委員長 でも、農業公社ができれば、減らしても。 

○農業委員会事務局長 公社ができても、農業委員さんは委員さんで、それぞれ、今の貸し借りなどにつきまし

ても、登記とかそういうことはやっていかなければいけないものですから。６４ページの２２というのは、選挙

で。 

○副委員長 選挙で選ばれるのだね。では、６人は、農協推薦と。いつもと一緒だね。 

○農業委員会事務局長 変わりません。そうです。 

○中原輝明委員 昼休み中で結構だが、ここに燃料費というものが出ているが、今ガソリン代が幾らで、灯油が

幾らか、調べてほしい。 

○委員長 それでは、午後１時まで休憩します。 

午後０時０１分 休憩 

――――――――――― 

午後０時５９分 再開 

○委員長 休憩を解いて再開します。 

○農林課長 先ほど中原委員さんからございましたけれども、ガソリンと灯油の単価でございます。ガソリンに

つきましては税抜きで１２１円、灯油につきましては同じく税抜きで７０円ということで、過去の実績、平成２
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０年、それから平成２１年度の１１月までの実績によって、それぞれ市施設、車両の状況に応じて会計課から指

示が来ております。以上でございます。 

○中原輝明委員 税金を入れればどういうことになるのか。 

○農林課長 ガソリンで１２７円、灯油で７３円でございます。 

○中原輝明委員 私の場合は、口座からいつでも天引きすると、何でも出しっぱなしだ。ところが、ずっと７８

円で落ちていた。それで、私が一口言ったら、税込みで７０円だよ、今。例えば税入れて７３円にしても、ここ

で扱う量というのが普通ではない、何十倍や何百倍だからね。だからそういう単価についてもう少し精査しない

と、あるところでは、６７、８円で入っているところがある。そういうものを最低でも、それで商売が小売の皆

さんがやっているので、公的なものをただ入れっぱなしでいくと、やはり、ああいう業界だか何だか知らないが、

今、業界で入れているではないか、まとめてずっとこれまで。これも良いか、悪いかということだが、やはり入

札制度がないなんて話し合いだと思う。私のほうからお願いするのは、これは今後だけれども、よくそこら辺を

精査して業者にきちんと話してやってもらわないと、私は駄目だということを言いたいし、これから気をつけて

やってほしい。お願いします。それだけだ。 

○収入役 ガソリンも燃料、灯油も一括管理をしておりますので、実態だけお話しておきますけれども、市場価

格は毎月調査しています。ガソリンの昨年の変動というものはものすごかったものですから、その都度、引き下

げ、引き上げをしながら、適正な価格を守るようにということでやっております。下げるばかりでなくて、上げ

る時も応じるということでやっていますので。ただ、たまたま年度当初の価格は、昨年の１２月がベースになっ

ているということですので、また市場調査をして適正な価格を求めていくということでやっておりますので、お

願いいたします。 

○委員長 それでは次に進みます。 

○柴田博委員 いいえ、まだ。 

○委員長 農林、ありますか。それでは。 

○柴田博委員 ２１９ページの農地利活用推進補助金ですが、説明資料を見ると、遊休荒廃農地を再生した後に

販売目的で指定作物をつくった場合ということなので、それはどういうことなのですか。 

○農林課長 遊休荒廃農地を再生して、そこで耕作してもらうと。それで自製づくりでない、販売目的でつくっ

ていただくということで、この補助金というのは交付金と考えております。 

○柴田博委員 それは、いつから始まった事業ですか。実績がもしわかったら、それはどのくらいかというのも

教えていただけるとありがたいです。 

○農林課長 この事業につきましては、新しい事業ということでございます。ただ、昨年、遊休荒廃農地を解消

して、そこに作付けしていただいている方もおいでになりますので、当面３年という事業でありますけれども、

その方たちも対象にさせていただいています。計画しているのは、２１．５ヘクタール余でございまして、昨年

１３ヘクタール余ですけれども、そういった耕作をしていただいております。 

○柴田博委員 それともう１点。２１７ページの新規就農者補助金ですけれど、これも、限度額１００万円で総

額で２００万円ですから、そんなに何人もいないようなのですけれども、大体何人ぐらいずつ、毎年、新規就農

してこういうふうに利用される方がいるわけですか。 
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○農林課長 これも新しい事業でございます。何件というところで出てきているものは、今のところございませ

ん。ただ、今現在、新規就農者に対する助成としては、市の制度資金での融資、これが利用できますけれども、

それ以外の制度というものがございませんので、やはり農業を始めるに当たっては設備投資等も必要になります

ので、その一部ということで考えております。 

○柴田博委員 対象になるのは、農業後継者とか定年帰農者と書いてあるのですけれど、やってみようと思って

始めたけれど、やはり駄目だったというような場合はどうなるのですか。そういう時は返してもらうとか、そう

いうことはあるのですか。 

○農林課長 やはり農業を続けていただけるということの中で、一定の審査はさせていただくつもりでおります。

ですので、１年で、買ったわ、やめたわということでは、やはり利用していただくという意味がなくなってまい

りますので、その点については、済みませんが、もしできなくなったということになれば、返していただくこと

も考えていかなければいけないのではないかと思っております。 

○柴田博委員 ２１３ページの一番上の農地情報管理システム帳票カスタマイズ業務委託料。先ほど説明しても

らったのですが、ちょっとよくわからなかったので、もう一回わかりやすくお願いします。 

○農業委員会事務局長 この４５０万円は、今まで情報開発で使っておりました機械を使って、農業委員会の議

案だとか、選挙人名簿だとか、そういうものを全部印刷していたのです。ところが、相当経費がかかるというこ

とと、債務でやっているものですから、来年で切れてしまうということで、機械にまたお金がかかるというよう

なことで、うちのほうで、農業委員会独自で業務委託をやると、こういうことなのです。 

○柴田博委員 そうすると、ホストコンピュータを使ってやっていたものを、別に委託してどこかでやってもら

うという、そういうことですか。 

○農業委員会事務局長 うちのほうは、大体ほかのシステムをパスコでやっていますから、そちらのほうとやっ

ていきたいという意味で考えております。同じデータだったと思うのですが。 

○柴田博委員 そうすると、市のホストコンピュータを使ってやるよりも、それのほうが安くなるということに

なるのですか。 

○農業委員会事務局長 細かいことは補佐から。 

○農地係長 局長が説明しましたけれども、農業委員会は毎月定例会がありまして、農地法の３条、４条、５条

等の議案と、農地の貸し借りの利用権設定の分、それからあと、農業委員会の選挙人名簿の申請等につきまして、

情報推進課の今までは統括推進室でホストコンピュータを使って打ち出していました。ところが、今、情報推進

課のほうで、平成２３年度をめどに廃止したいということで、ホストコンピュータ自体を。それで、その業務が

できなくなります。したがいまして、農業委員会独自で、今度その対応をしなければいけないということで、今、

農地情報システムというものが既に入っています、農業委員会に。そこには、農家の基本台帳ですとか、後は地

図情報が入っていますが、それぞれそういうものを利用して、新しく議案を打ち出せるシステムを全部そこに入

れるということになりました。今あるシステムのところに新たに、今１１項目くらいありますけれども、カスタ

マイズして、農業委員会独自で、今まで情報推進にお願いしていたものを入力して、出力までやるというもので

ございます。 

○五味東條委員 ２１７ページの有害鳥獣駆除で、要するにわなの補助を一応新規に入れてくれたということで、
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本当に良かったなと思いますが、この１９万８，０００円というのは、例えば講習料を無料にするとか、そうい

うような資金ですか。内容はどんな内容でしょうか。 

○農林課長 対象を一応１０人で考えております。たまたま、この２月ですか、狩猟免許の折には塩尻からはゼ

ロだったということでお聞きをしております。わなの関係ですけれども、受験の手数料が５，２００円かかりま

す。講習会費用ですけれども、２，３４０円かかります。あと、この後に狩猟登録を申請するのに２万４００円

かかります。ただ、この中には狩猟税が８，２００円入っておりますので、それを除いた１万２，２００円とい

うことで、一人当たり１万９，７４０円の補助を考えているところです。 

○五味東條委員 それで、例えば、現在はなかったのだけれど、来年でも受ける人がいるわけですか。 

○農林課長 今、年に２回試験が行われます。それで、こういう制度は新しい制度ですので、ＰＲをさせていた

だいて、むしろ農家の皆さん自らが自分のところは自分で守るというような考え方でやっていただけると思いま

すので、これからＰＲをさせていただこうと思っています。 

○五味東條委員 私も議会でも提案したのだけれど、要するに、そういったわなだけでもいいですので、講習し

たら大体みんな受かるのです、大体。私も持っているのだけれど。だから、要は、気持ちがあるかどうかですよ

ね。農家の人たちだって、やはり本当にそういったところに被害があれば、自分で取るとか、そういった方法も

いるし、例えば市役所の職員でも率先して取ってもらえばありがたいなと思います。これはこれとして、もう１

つ、クマの学習というのはどういうあれですか。熊学習３７万５，０００円というのは、どういう学習をするわ

けですか。 

○農林課長 クマの被害については、出没した時に人的な被害が大きいということで、捕殺と言いますか、基本

的にはしたいという考えでおりますけれども、全県下で割り当てになるものが非常に数的に少ないものですから、

塩尻に割り当てに、割り当てという言い方はないのですけれども、許可になるのは１年に２頭くらいという感じ

です。ですので、緊急的にすぐに対応しなければいけないというような場合には、どうしてもおりを使って対処

していただくのですけれども、それについては、学習放獣ということで、クマにお仕置きをしてまた放獣すると

いうことでございまして、その放獣をするのにＮＰＯで信州クマ研という研究会があるのですけれども、そちら

のほうに委託をして、麻酔で眠らせた後、お仕置きをして放獣をするということで、その委託にかかわる部分５

頭分ということで御理解をお願いします。 

○五味東條委員 そうは言っても、今まで、例えばスプレーのようなもので結局お仕置きをして、また山に放す

わけでしょう。効果はあったわけですかね、一体。そんなもの、はっきり言って、２頭しか殺してはいけないと

いうことだと思うのだけれど、今の話によると。だけれど、やはりある程度その辺は考えてもらわないと、お仕

置きして、金をかけて山に追って、また来たのでは、何の効果もないですよね。 

○農林課長 確かにそういうケースもございますけれども、一度捕獲して、また後学習放獣をしたクマについて

は、ほかのクマと識別できるようにしておりまして、そのクマがまた再び出没して農作物等に被害を加えたとい

う場合については、それは銃器等で駆除ができますので、その前段としてこの学習放獣というものをさせていた

だくということで考えております。 

○委員長 ほかにありますか。 

○中原輝明委員 この地域おこし何とか金というものは、将来はどういうことか。直接払いというもの。中山間
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地域等直接支払事業というのが２，３３３万円ある。この将来はどうなるのか。本年で切れるわけだ。予測がで

きたら。 

○農林課長 今、二期対策で平成１７年から平成２１年まで二期対策ということで、今度は三期対策ということ

になります。国のほうでも、中山間地域のこの直接支払制度は、今までも遊休荒廃農地の解消に効果があるとい

うことで、地域でも共同で作業をしていただいておりますので、そういったことも評価して第三期対策というこ

とで、平成２２年から事業がまた始まります。継続で始まります。まだ詳細については、細かい内容までははっ

きりしておりませんけれども、従来の内容を引き継ぐということで基本的には三期対策で継続するということで

ございますので、当分の間でございますけれども、この事業は継続されるということでございます。 

○中原輝明委員 それと、これは全体的からこうしてみていると、例えば何とか組合、何とか団体とか言って、

補助金が出ているな、組合とかそういうところに。それで、これは要望しておくが、そういう団体というのは、

いつも同じ団体ではなくて、新しいものに切りかえていくことによって、地域がそれぞれ人間の感覚もよくなる

し、それが同じ組合へやっていれば困ると思う。新しいところへ割り振っていかないと。同じ組合ばかりやって

いたのでは。これから説明するに、補助金をどこへ出すと。どういう団体へ、どうして、どんなことをやって、

何年補助金出して、こうだという説明があるとすぐ分かるのだが、私は、この中にも大分あると思う、同じ団体

へ補助を通してやっているものが。私の言いたいのは、やってはいけないのではなくて、やはり時期が来れば切

って、それで違う団体へ、団体を育成していくと、こういう考えでなければいけないと思うので、これは要望に

しておくが。そう考えてやってよ、お願いします。以上です。 

○委員長 それでは次に移りますが、いいですか。 

 ２３０ページからの商工費の説明を求めます。 

○商工課長 予算書の２３０、２３１ページの７款商工費１項商工費１目の商工総務費。予算案説明資料の３５

ページになりますのでよろしくお願いします。 

最初に商工総務事務諸経費７，３７９万４，０００円でございます。下のほうの産業振興ビジョン策定調査委

託料１８５万３，０００円です。平成１７年度に策定した第二次の産業振興ビジョンは、おおむね５年を計画期

間としているものでありますので、５年を経過した時点で、今後の第三次の策定に向けた評価と調査活動を行う

と考えております。そういう中で、景気の動向や産業構造が大きな変革期ということでありますので、そういっ

た点を踏まえながら、平成２２年度は市内企業の実態調査を中心に進めてまいりたいというふうに考えておるも

のであります。２つおいて次、地場産センター負担金３３０万２，０００円であります。地場産センターから塩

尻市に派遣されている職員の人件費１人分を負担するものであります。続きまして塩尻市振興公社運営負担金２，

７２１万３，０００円でございます。昨年７月に設立されました市振興公社への負担金です。負担金の内容とし

ましては、市派遣職員の研究開発担当と人材育成担当をする２人分の人件費、それから総務管理を担当する嘱託

職員１人分の人件費、それから信大や長野高専等の連携担当をする産学官連携アドバイザー事業の委託料、また

評議委員会等公社運営にかかわる報酬や費用弁償、それから法人運営にかかわる事務諸経費等が内容となってお

ります。その次の地場産センター運営貸付金４，０００万円でございます。地場産センターへの短期の１年間の

貸付金ということで、運転資金として用いられるものでありまして、年度末には返済となるという内容のもので

あります。 
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 続きまして、予算書の２３２、２３３ページをお願いいたします。商工業振興推進事業で、８，８８３万５，

０００円であります。２つおきまして、新産業・新連携創出支援事業委託料１，２５０万円です。製造業等の生

産技術の向上だとか、品質管理、製造業のものづくりへのＩＴ技術の導入、それから組込みソフトウェア産業の

振興のための業務委託費で、これらを指導サポートする新産業創出コーディネーター、それから新連携支援コー

ディネーター各１人分の人件費、それからＳＩＰの窓口事務や事業補助する臨時職員の賃金、それから産業支援

のための諸経費となっております。なお、この財源については、県のふるさと雇用再生特別交付金を充当する予

定でございます。続きまして、不況対策特別経営相談事業委託料３０９万円でございます。不況下における中小

零細企業にかかわる雇用調整助成金や経営支援の、企業訪問をしながら相談、サポートする不況対策経営相談指

導のための業務委託費ということで、経営特別相談員１人分の人件費及びその活動費です。商工会議所のほうに

委託をするわけでございますけれども、この財源は県のふるさと雇用再生特別交付金を充当させる計画となって

おります。続きまして、商工業振興対策事業補助金５，０３０万円です。商工業振興対策事業補助金要綱に基づ

く工業団地等に進出した企業などを対象にした工場用地取得事業、あるいは工場等設置事業に関する、該当する

企業への補助。それから、中小企業支援の受発注支援事業だとか、人材育成活用事業等を支援する、中小企業へ

の補助金でございます。続きまして、産業ものづくりフェア負担金５０万円です。えんぱーくを活用しながら塩

尻市内のものづくりだとか、特産品、そういったものを市民に知ってもらうための展示事業にかかわる諸経費で、

商工会議所、市民団体、あるいは関係団体と連携してえんぱーくの中で展開してもらいたいというふうに考えて

おります。続きまして、駐車場事業会計貸付金２，０００万円です。市駐車場会計への貸付金で、市駐車場会計

の収入状況に対応しまして、塩尻市駐車場会計の企業債償還金の平成２２年度償還額４，２６０万円の返済金と

して貸し付けるものでございます。 

 続きまして、次の中小企業融資あっせん事業１５億８，５１５万２，０００円であります。最初に、中小企業

融資あっせん保証料補給金５，０００万円であります。中小企業が融資を受けまして、その借り入れについて信

用保証協会が保証する場合、その企業の保証能力に応じて信用保証料が必要となりますが、市の制度分について

は市が全額を負担し、また連携制度については４０％から５０％ほどの額を負担することとなっておりますので、

中小企業の金融円滑化、あるいは不況対策として実施しているもので、融資の実行額に比例して必要となってま

いります。続きまして、中小企業融資あっせん資金預託金１５億３，５１５万２，０００円です。市の制度融資

として中小企業の融資の一部を市が金融機関に預託しまして、中小企業者に有利な融資条件を実現するための預

託金で、平成２１年度当初予算より１億２，０００万円ほどの増となっております。平成２１年度は、今までの

未償還分、ずっと借りてきた部分も含めまして、預託率４．７倍の融資金額が実行可能となるように、今、金融

機関と協定を結ぶべく対応しているところであります。 

 続きまして、商工団体活動支援事業１，３３４万８，０００円です。最初、商工会議所事業補助金１，１３４

万８，０００円でありまして、商工会議所の活動事業にかかわる補助金で、一般事業分、それから中小企業相談

事業分、旧楢川村の商工会議所分として助成しているものでございます。続きまして、いきいき経済創出事業補

助金１７５万円です。商業活動の活性化を図るために商工団体の販売促進事業の経費に対して支出するものでご

ざいまして、大門、広丘等の夏や冬のセールやイベント等の事業を対象に塩尻商業連絡協議会や各種サービス支

部会を対象に補助しているものでございます。 
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 続きまして、企業立地推進事業１，９７３万３，０００円でございます。用地取得費１，９４３万８，０００

円でございますけれど、市の土地開発公社が負担する産業団地、今泉南テクノヒルズ内の事業用定期借地権区画

７区画分の用地費を公社のほうに支払うものでございます。 

 続きまして、予算書の次のページの２３４、２３５ページをお願いいたします。テクノガーデンシティ推進事

業５４１万４，０００円です。真ん中より少し下の信州ＴＬＯ負担金５０万円です。大学の研究成果のシーズを

発掘しまして、地域企業への技術移転だとかコンサルタント、それから事業化を支援する長野県テクノ大学等が

関係している機関へ参加するものの負担金でありまして、５０万円の計上となっております。続きまして、推進

プロジェクト負担金１６５万円です。商工会議所等と連携協力しまして、市内企業が共同して機械技術展だとか、

あるいは子ども科学探偵団の開催、それから製造業を中心とした三次元のＣＡＤの技術セミナー、それから地域

産業のネットワークの構築、産学官連携事業等を行う、テクノガーデンシティを推進する事業の負担金というこ

とでございます。次の最後の組込みシステム産業振興負担金２４７万円です。インターネットを活用した新しい

クラウドコンピューティングにかかわる取り組み事業で、その機械の借り上げだとか、事業活動に支出する費用

等であります。それから、事業を新たに起こす考え方、経営ノウハウ等のベンチャー企業を支援する方法等の研

修講座の開催、それから組込みシステムに関するフォーラム等を開催して、商工会議所や市振興公社との連携を

して事業を推進する計画となっております。 

 次のまちなか賑わい創出事業３６４万８，０００円です。最初の商店街活性化事業補助金２２０万円です。玄

蕃まつりとかの大門商店街のイベント、それから短歌の里広丘夏まつり、商店街活性化イベント、若手経営者の

研修のための補助金で、商店街振興組合、実行委員会に対して補助するものであります。その下のハロウィーン

開催負担金１３０万円です。ハッピーハロウィーンの開催について、実行委員会を対象に経費の負担をするもの

でございまして、今年度の参加者は、インフルエンザの影響もございまして約８，０００人の人出であったとい

うことでございます。 

 次に、塩尻インキュベーションプラザ管理諸経費でございます。１，４８０万８，０００円となります。塩尻

インキュベーションプラザ、ＳＩＰを、平成２２年度から塩尻市振興公社に指定管理委託するための委託料です。

経費の主なものとしましては、ＳＩＰ本来の目的である情報関連産業育成のための市から派遣する職員１人分、

それからインキュベーションマネージャーの人件費や消耗品等の諸経費、それからＳＩＰ本体の施設管理運営の

ための清掃だとか保守管理、上下水道、電気、電話等各種料金、それから、備品修繕等の費用となっております。 

 続きまして、新産業団地整備事業であります。新産業団地測量調査委託料７５０万円であります。アルプス工

業団地北地区の用地測量、実施設計にかかわる委託料及び必要が生じた場合の市所有地等々の調査等にかかわる

費用でございます。 

 続きまして、３目の木曽漆器振興費をお願いいたします。最初に木曽漆器振興事業ということで、５，５０５

万８，０００円です。真ん中辺りで、木曽漆器伝統技術承継支援事業委託料３３３万９，０００円でございます。

木曽漆器の伝統技術を次世代に引き継ぐための後継者育成と、文化財の修復等を初めとした、需要開拓のために

伝統技術を担う事業を地場産センターに平成２１年度に引き続き委託するもので、内容は、それを担う人件費と

諸活動費です。なお、この財源は、県のふるさと雇用再生特別交付金を充当させる予定となっております。それ

から３つおいた、木曽漆器振興対策事業補助金６７１万３，０００円です。木曽漆器産業の振興を図って、また
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伝統文化に培われた塩尻ブランドとしての発展を促進するための補助事業であります。中身としましては、木曽

漆器工業協同組合への運営補助、それから技術研鑽と新商品開発のための木曽漆器生産組合への補助、それから

漆器関係のグループ育成のための木とうるしの会への補助、それから伝統工芸品創作や全国展示宣伝のための木

曽漆器伝統工芸師会への補助、それから伝統工芸木曽漆器育成奨励金事業の補助となっております。その下のフ

ァブファクトリー運営補助金１３０万円ですけれども、木曽漆器ならではの商品開発に取り組むよう、事業に対

して実行委員会への補助をするものでございます。一番下の漆器祭開催負担金３０１万４，０００円です。毎年

６月に開催されます漆器祭・宿場祭ですけれども、本年は第４３回の開催をすることとなっておりまして、その

負担金ということでございます。平成２２年度は、６月４日から６日までの３日間の開催でありまして、昨年の

漆器祭・宿場祭の入り込みは約３万５，０００人、売り上げでは１億円というふうに聞いております。 

 続きまして、次のページの２３６、２３７ページをお願いいたします。地場産センター運営補助金４，０００

万円です。地場産センターの高度化資金の返済のための補助金ということで、地場産センターの初期借入金とし

て、平成４年、５年に借り入れをした高度化資金の未償還残高が、平成２２年３月末見込みで２億５，０００万

円ほどになりますので、この返済財源として平成２１年度に引き続き補助をするというものでございます。以上

で説明を終わらせていただきます。 

○ブランド推進室長 それでは同じページの下段をごらんください。５目の地域ブランド推進事業費でございま

す。５８７万１，０００円でございますが、下から２段目の塩尻「地域ブランド」戦略推進委託料５０万円につ

きましては、インターネットによる全国１４０万人のユーザーを対象としたモニター調査や、特産品、自然、歴

史などの紹介、それからマーケティング調査の実施でございます。各種イベント等の告知などを行い、収集した

情報の分析をブランド推進ネットワーク会議へフィードバックを行うため、ＮＰＯに委託するものでございます。

その下の地域ブランド推進活動負担金４７０万円につきましては、地域ブランド化戦略として、継続して地域産

品のプロモーションやプレゼンテーションを行い、本市の認知度向上と商品販路の拡大を図るものでございます。

主な事業の内容でございますが、本年度新たに麻布十番におきまして木曽漆器、農産物、農産加工品などを中心

に、生産者が自ら販売を行う形式として、２回実施する費用として約６８万円。それから、ワイン、木曽漆器、

地域産品を効果的に活用しまして、首都圏、中京圏での徹底した販売と観光ＰＲの諸費用として約２８０万円で

ございます。 

 続きまして、次に下の地域ブランド発信事業２６７万円でございます。このうち広告料の２６２万５，０００

円につきましては、コミュニケーション戦略として戦略的なメディアミックスを駆使するため、小学館の月刊誌

サライとのタイアップの企画としまして、ワイナリー、木曽漆器、奈良井宿、平出遺跡、高ボッチなどの当市の

ブランドをテーマに５ページの構成で掲載いたしまして、本市のＰＲや産品の購入、訪問への動機づけを図るも

のでございます。なお、発刊は本年１０月初旬となる予定でございます。以上でございます。 

○観光課長 それでは、６目の観光費について御説明いたします。２３８、２３９ページをお願いいたします。

平成２２年度の観光費総額は、新年度で１億１，２３０万円余でございます。平成２２年度の観光予算の概要に

ついて最初にまとめます。国際競争力の高い魅力ある観光地づくりを目指すということで、外国人の観光客誘客

を進めるインバウンド事業が重要性を帯びてきております。また、平成２２年には、ことしでありますが、長野

県、ＪＲ、市町村等々で共同で実施する大型信州観光キャンペーン信州デスティネーションキャンペーンが１０
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月から１２月まで開催されます。これは、その昔は、さわやか信州ということで御存じかと思います。以上のよ

うに、誘客の形態の変化や、また大きなチャンスをとらえて、課内で観光施策全体の見直しを図り、観光課の大

きなミッションの一つであります誘客を重要施策にあげ、後で御説明いたしますが、観光戦略促進事業を付け加

え、既存の観光振興事業を進めるに当たり、必要な予算を計上したものであります。 

 それでは、観光振興事業のほうから御説明いたします。観光振興ビジョンを、済みません。観光振興事業です

ね。観光振興ビジョンを制定するに当たり、観光協会や他の団体と連携して、戦略的な観光振興をするための経

費でありますが、１つは、奈良井宿にあるパンフレットであります。これは、旧楢川時代からの版でありまして、

もう１０年をゆうに越えているものであります。歴史はあるとは言うものの、最近の実態とも少し離れています

ので、ここで新たに新しくしていきたいというものでございます。また、インバウンド対策のための英文パンフ

や高ボッチパンフレットの増し刷り、増刷でありますね、等の印刷費として１６９万２，０００円を計上いたし

ました。また、ここの一番大きなものになりますが、観光事業委託料であります。これは、観光協会の運営であ

ります。特に人件費です。それから、小坂田公園の花火大会や酒とそばを味わう会、また駅ブドウの棚の管理と

か、いろいろありますが、これらの事業費をあわせまして、２，０２２万２，０００円ということになります。

それから、奈良井宿の地域活性化協会のための助成金としまして、奈良井宿活性化事業補助ということで、昨年

と同額の３２０万円ということであります。総額で２，５３６万１，０００円の計上でございます。 

 続きまして、観光施設維持管理費であります。市内には、観光客の受け入れ皿であります観光案内版ですとか、

鳥居峠を初めとする遊歩道、観光トイレ、公園などさまざまな形の観光施設があります。利用者が、安全で快適

な利用環境を確保し、これこそ観光の一つの迎えの原点になりますが、おもてなしというようなことを十分与え

るために、適切な維持管理を図るものであります。そのほとんどが施設の維持管理費のものであります。主なも

のといたしましては、２４０、２４１ページのほうをお願いします。トイレ及び街灯、こういう公共のサインが

あるのですが、これらの電気料で９６万８，０００円。それから、観光看板、トイレ修繕などの営繕修繕料であ

りますが、たくさん施設がある関係で７９万５，０００円。それから、委託料、総額でここに５つほど掲載して

ありますが、総額で５５５万３，０００円であります。これは、楢川地区や霧訪山にあります、あるいはサラダ

公園などに設置してあります９カ所のトイレの清掃管理委託です。それから、みどり湖の釣り場の周辺の管理委

託２７１万２，０００円。それから、駅ブドウ棚でありますとか、公園の樹木管理等々を含めまして、公園の整

備管理委託として１４０万５，０００円ということになります。それから、原材料として魚の放流ということで

ありますが、３７万３，０００円。これは、ヘラブナの放流であります。以前は、１，０００キロ単位で、次年

度５００キロということで交互にやっていたのですが、ここ一、二年、毎年５００キロということで変更してあ

ります。その部分になります３７万３，０００円であります。そういうことで、観光施設の維持管理費としまし

て、総額で１，０１１万９，０００円を計上したところであります。 

 それから次に、広域観光推進事業負担金であります。広域観光の必要性は、先ごろの市長４市の懇談会でも出

たところでありますが、これらの広域観光を進めるための負担金になります。ここに掲げてあるものは、全てそ

の負担金というものであります。主なものといたしましては、日本アルプス観光連盟負担金、これは松本・大町

等で組織しております観光宣伝及びキャンペーン、パンフなどの作成に当たる事業の負担金であります。５９万

円。それから、皆様に大変御心配いただいております県営松本空港利用促進協議会の負担金、これは、議会の時
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に部長のほうからも答弁させていただきましたように、１３０万円で昨年並みであります。今後の利用促進の方

向性を見る中で必要なものがあれば、またお願いしていくような状況になると思います。現段階では昨年同額と

いうことで１３０万円になります。それから、そこの５つほど下に「空の日」フェスティバル実行委員会という

ものがありますが、これも「空港スカイフェスタ」というものがありまして、空港をよく知っていただくという

ことで近隣の方々に来ていただいて、飛行機で遊覧飛行に乗っていただいたり、空港でいろいろな楽しみをして

いただいたりして、空港を宣伝するというような事業になります。これも空港促進の一環かと考えております。

それから、日本アルプスサラダ街道協議会負担金であります。これは、サラダ街道地域の活性支援、あるいは観

光誘客というようなことで、パンフ、ホームページ等にかかわるものであります。９０万円の負担金となってい

ます。それから、木曽観光連盟負担金でありますが、首都圏、また中京方面への宣伝活動、あるいはパンフの作

成、あるいは高速バス利用促進等の観光宣伝事業の推進、またＪＲ東海と連携した木曽宣伝協議会による共同宣

伝事業のためのものであります。８市町村による広域観光連盟でありまして、これは岐阜県中津川市も入ってお

ります。木曽観光連盟負担金としまして２５１万６，０００円の負担金であります。それから、広域観光イベン

トでありますけれども、これはやまびこドーム等で行います楽市楽座の漆器祭負担金の３０万円になります。そ

れから木曽広域連合負担のものであります公共サインでありますが、平成１０年から１４年にかけて旧楢川村時

代、木曽広域連合で設置しました広域公共看板、５５基になりますが、これらにかかわる償還金であります。ま

た、一部電気代、あるいは施設費のものが入っております。３４２万７，０００円ということになります。それ

から、済みません、資料のページを言いませんでしたが、３６ページになりますが、ここに１つジャパンアルプ

ス広域観光都市連絡協議会と言いますが、これがことし２年目になりますが、日本アルプスを囲む７市の間で広

域連携をする、宣伝をする連携の協議会であります。これが、７市のそれぞれ持っている観光につきまして、そ

れぞれの自治体が行う現場に宣伝を一緒にやっているものであります。例を言わせていただければ、漆器祭の時

にこの７市の宣伝を地場産センターで行っているものであります。そういうものと、あるいはポスター、それか

らホームページの立ち上げということであります。これらにかかわる経費の負担金ということで、均一でありま

すが１０万円であります。 

 次に、２４２、２４３ページのほうをお願いいたします。観光振興イベント・生涯学習観光等推進事業であり

ますが、市民が憩い、楽しむ機会を創出し、交流の場の提供、あるいは、市民イベントを活用した観光誘客を図

る、また、地場産品のＰＲに努め、消費拡大を図るための経費として計上したものであります。市民祭として開

催する塩尻玄蕃まつりでありますが、この負担金が４５０万円。県外の人々が、年々、若干ではありますが増加

傾向であります、高ボッチ高原の観光草競馬大会でありますが、この負担金としまして実行委員会へ４００万円

の支出を計上したものでございます。それから、８月下旬から１０月までのロングランに開催するぶどうまつり

実行委員会への負担金であります。５７万円であります。このイベントは、信州デスティネーションキャンペー

ンに位置づけて実施するものであります。それから、ワインと観光を融合させ、ワインに対する関心を深めてい

ただくとともに、観光客誘客を図るため、本市のブランド、木曽漆器で製作される漆グラスを片手にワイナリー

を巡るという、ワイナリーフェスタ２０１０。これはワインツーリズムでありますが、全国に先駆けて実施する

イベントであり、この開催の負担金といたしまして１８２万円の予算であります。なお、そのワイナリーフェス

タも、ぶどうまつり同様信州デスティネーションキャンペーンの上に位置づけて実施するものであります。それ
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から、ワイナリーフェスタは市外の人に大きく開くイベントでありますが、逆に、市内を中心にワイン消費拡大

を図るために実施開催いたします、ワインと語る夕べの開催負担金としまして１５万円。あわせてワインブラン

ド戦略推進負担金としまして２００万円を計上したものでございます。観光振興イベント・生涯学習観光等推進

事業、総額で１，１５６万４，０００円の計上となりました。 

 続きまして、塩嶺高原地域整備関連事業であります。これは、いこいの森、塩嶺王城パークライン等の環境整

備を進めるということで、広域観光及び生涯学習観光の推進を図るものであります。これは、岡谷、辰野、２市

１村で構成する塩嶺王城観光開発協議会の負担金であります。４４万円であります。これは、通年の均等割り分

１４万円と、パークマラソンの負担金３０万円をあわせて４４万円であります。それから、パークラインの周辺

の草刈り、あるいは除雪等の道路維持費であります。これについては、本市の占有距離７８６メートル、全長で

７，４６６メートルありますが、それの按分したものであります。１３万円になります。 

 それから、前段で申し上げましたが、課としての大きなミッションとしてとらえている誘客であります。新し

い事業でありますが、誘客宣伝促進事業として、この項目をつくったものであります。ことしは、デスティネー

ションキャンペーンの年であり、また観光省が常に民間の事業による誘客が大変な重要なポジションを占めてい

るため、観光施策を見直しということで、先ほど申し上げたとおりであります。そのようなことで、こんないい

機会を通じてでございますので、多くの方に来ていただくというために、観光情報を、あるいは記者会、あるい

は商談会、各種キャンペーンを通じてメディアや観光客に情報発信しながら誘客を進めていくものであります。

広告やパンフレットというものは、誘客の強力な情報発信源となり、重要な私たちの持っている武器と言います

か、になります。これに伴う広告料といたしまして、信州デスティネーションキャンペーン関係の広告料、ある

いは若者に人気の旅行雑誌じゃらんでありますが、あるいは新聞、ラジオ、テレビ、それぞれ、またあるいは旅

行雑誌でありますね、の広告宣伝費でありまして、１６５万２，０００円。それからもう１つが、やはり議会の

時にも部長のほうから御答弁いたしましたが、現在一番中心となって使っています見聞録といわれるパンフレッ

トでございますが、初版から６年以上経過していることや、たまたまデスティネーションキャンペーンというチ

ャンスでもありますので、パンフレットをリニューアルしながら、新規の総合パンフレットを制作していきたい

ということで、それにかかわるデザインから全部変えたいと思っておりますので、それらにかかわる委託としま

して、１８０万６，０００円。誘客宣伝促進事業としまして、総額４２６万８，０００円を計上したものであり

ます。以上であります。よろしく御審議をお願いいたします。 

○委員長 それでは質疑に移ります。委員のほうから御質問ありましたら。 

○五味東條委員 説明資料の３６ページの印刷製本費というのが、１６９万円。これは観光振興事業で行ってい

ますね。今、新たにまたパンフレットをつくるということで、パンフレット作成業務委託料１８０万円が、誘客

宣伝促進事業ということでやっていますね。その辺の区別というのは、どういうあれですか。 

○観光課長 先ほど申し上げましたように、奈良井宿のパンフレットは、今までずっと使っていただいて、もう

長く使っていたものですから、ここで通常の時期が来ているということで切りかえを図っていきたいというふう

に思っていますので、今まで印刷費を盛っておりました振興費のほうへ盛らせていただきました。それから、新

しい見聞録でありますが、これは市全体の案内でありまして、しかも媒体と言いますか、駅周辺も幾つかデステ

ィネーションキャンペーンのコースを設置してある関係上、これらについては、今回はデスティネーションのほ
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うで計上していきたい。市全体にかかわることですので、デスティネーションキャンペーンのほうでやりたいと

いうことで、誘客宣伝費のほうへ計上したものであります。 

○五味東條委員 そうすると、１６９万円というのは、主に奈良井宿の、要するにあれだということですね。印

刷製本代ということですね。 

○観光課長 はい、奈良井宿と、あと、先ほど少しお話ししましたけれども、インバウンドにかかわる英文パン

フレットの増し刷り、それから高ボッチ等の既存の各パンフレットの増し刷りと言いますか、増刷に、振興費の

ほうに入れたものです。あわせて１６０万円余になります。 

○五味東條委員 それはわかりましたのですが、では、観光パンフレットのほうに、私も議会でやりましたが、

いろいろ穂高だとかそういった景観が美しいものを、ぜひ宣伝していただきたいと要望いたします。 

○観光課長 ありがとうございます。これについては、部長のほうから答弁があったと思いますけれども、パン

フレット等に反映するという話であります。私たちも、地元のそういう団体がありますので、今、接触しており

ますので、言われるように、宣伝できるように研究したいと思います。 

○中原輝明委員 関連だ。今、五味委員のほうから出たが、えらい簡単に「はい」と返事をするが、今、観光案

内板においても、いわゆる観光地の名称を入れるにしても、この前私が話した時には、もうできていて、新しく

入れると金がかかってしまっていけないと言うが、今まで原版があって、そこへ入れるだけなのか、あるいは、

本当に新規でやっての１６０万円だか、二百幾らだかかかるのか、これをはっきりしてよ。あなたたちの言って

いるのは、原版があって、私はそれへ貼り込めばいいと思うが、そっくり新しくしての１６０万円か、今まで経

過の中であるわけだ、図面で。それを生かしているのか、何をやっているのか。 

○観光課長 今言いましたように、奈良井宿は、ずっと使っている版でありまして、そこで、今回は新しくする

ということであります。前の版をおこすということではありません。新規のものです。それから見聞録でありま

すが、これについても、新しい版に置き換える予定であります。なぜならば、現在の見聞録、これは、利用者の

ニーズ、これらから少し、いろいろな情報を集めますと、変則な折とかそういうものは、今、観光客にあまり利

用されないと、利用しにくいということであります。そこで、シンプルな形のパンフレット、さらに、パンフレ

ットを設置する場所が、幾つも棚に重ねられる関係上、どうしてもパンフレットの上の上部部、このデザインが

非常に重要になってきますので、これらも含めて中の見直しを図っていきたいと思います。それから、観光関係

の資源、これもいろいろな形で掘り起こしをされたり、地域の方々が頑張っている、例えば洗馬宿ですとか、郷

原宿があります。そのような面で時代と大分変わってきておりますので、そういうものも含めて、全部リニュー

アル、変えていくということであります。ただ、その予算でできるかということでありますが、今現在、私たち

の概算的な、予算計上のための見積もりの中では、とれるという判断をしたところで１８０万円、あるいは１６

０万円という予算を計上したものであります。 

○中原輝明委員 観光案内板のようなものの整備というのは、どういう考えをしているのか。 

○観光課長 一つは、継続的に、基本計画にありますように、大型の看板については、先ごろの臨時議会で前倒

しでやる予算に組み込みいただいておりますが、こういう形でやっていく予定であります。それから、現在、既

存の看板でありますが、これらについては、古い老朽化したものについては、先ほどの営繕修繕等で対応できる

ものは対応いたしますし、また、耐えられないものについては、今後の計画の中で、予算計上で修正なり、修正
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といいますか、新規でつくるなり、あるいは場所を変えるなりしまして、つくっていきたいというふうに考えて

おります。 

○中原輝明委員 観光案内板の原点というのは、何だと思いますか。市内にある観光地をどうすればいいかと、

大小にかかわらずだよ。だから、皆さんは、ただ大きいものばかりやっていて、ちっぽけなものからやらないと、

観光は生きてこないのだよ。そこまで人が行かなければ。それを皆さんは、口でペラペラペラペラしゃべるが、

事実を見て、人から言われたことは、入るものは入れればいいではないか。それだって観光の一つだよ。 

○観光課長 さっき言いましたように、基本計画にあるものということでお話したことでありまして、小さい看

板につきましては、この間の時も中に入っておりますけれども、駅西周辺、要は桔梗ヶ原周辺のものにつきまし

ては、ことしの事業で３基、それから、今度、補正予算の中で２月の時にいただいたもので、また３基というこ

とで、少しずつではありますが設置をしておる状況であります。それから、古いもので、もしいけなくなれば、

また情報を、やはり私たちも全部を見切れない部分もありますので、もし情報がありましたら、ぜひいただけれ

ば、早速対応のほうはさせていただきたいと思います。 

○中原輝明委員 いい言葉で言うが、今はないから。問題は、中央の今、以外の話を私はしているのです。ヨー

カドー支援のことではないよ。もう少し、万事広く、塩尻じゅうを入れていかないと、観光といっても良くなら

ないよ。人は来ない。自分たちの考えを直さなければ駄目だ。その時は調子が良くて。看板などというものは、

みんな消えたようなものだけではないか。それを皆さんは見てどう思うのか。例えば、先ほどの小さい話だが、

小曽部にだってそば屋もあるが、何も入っていないわけだ。人が来るのだよ、結構。あの人は来て、帰る時には

どこかへ寄って帰るのだよ。小曽部にだって、洗馬なんかにだってあるではないか。どうしてああいうものを入

れないのか。何を考えているのだ。あれだけのところに２，０００人か３，０００人来るのだよ。帰りにあそこ

のそば屋によって、ちゃんと帰っていくではないか。塩尻の駅のことばかり言っても駄目だ、しっかりしなけれ

ば。 

○観光課長 できるだけそういうことについてはやっているつもりですし、また全部できていない部分について

は、また御指摘いただければと思います。それから芝桜の件につきましては、個人の家のものでありまして、所

有者といいますか、実際につくっている方と私たち、打ち合わせしながらやっていますので、御承知だけお願い

したいと思います。 

○丸山寿子委員 ２３５ページの一番下の丸の木曽漆器振興事業の中で、漆器祭の開催ですけれど、漆器祭とい

うのはＰＲというのはどの辺、どの辺りまで宣伝、どんなふうにしているのかということが１つと、それから、

昨年から漆器にあう料理大賞というのが、漆器祭の時でない前に開催されて、一般の人も見に行きやすくはなっ

たのですけれど、ことしはそれをどういうふうに開催するのか。楢川のほうだけでなくて、もっと旧市のほうに

も出てこないと、市民もよく知らないと言うのですか、もっと市民に対してもＰＲができないと思うのですけれ

ど、その辺の考えについて教えてください。 

○商工課長 漆器祭・宿場祭については、現在実行委員会を開催をさせていただきながら日程含めて、今計画を

練らせていただいております。宣伝につきましては、マスコミ等を通じまして、ことしは新聞等の広告も含めて

長野県下全体、全体を通して積極的にやるように予算繰りをしているところであります。また、ポスター等につ

いても、現在最終の作成段階に入っていますので、作成でき次第、各地に貼っていきたいというふうに考えてい
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ます。また、３月の末には、先ほどデスティネーションキャンペーンということでＪＲ東海がかなり３月の末に、

大勢の皆さんが訪れるような、お客様が訪れるような話も聞いておりますので、そういう機会も通じながら、チ

ラシ等の配布をしてまいりたいというふうに考えているところであります。 

 それから、次の２つ目の料理大賞の件につきましては、今年度、日程等の調整を今させていただいている中で、

漆器祭・宿場祭とは別の時に開催をする。期間を少し置いて、秋に開催をするような方向で、実行委員会の中で

は検討させていただいております。なかなか一緒の中で、去年の反省の中で、一緒の中でやるとなかなかうまく

連携できないような部分も聞いておりましたので、その辺も踏まえて、６月の初旬の日程の調整の中で今検討し

ているというような状況でありますので、よろしくお願いいたします。 

○丸山寿子委員 まだ料理大賞のほうはこれからかとは思うのですけれど、本当に楢川のほうの会場だけだと、

どうしても行く人も限られてしまうし、それから、応募する人もどうしても楢川の人中心で、それはいいのです

けれども、やはり広く、むしろ旧市の人たちのほうが漆器をしまいこんでいてというような現状があると思うの

で、こちらも巻き込んでのイベントにぜひやっていただきたいということを要望しておきます。 

○永井泰仁委員 ２３５ページのまちなか賑わい創出事業の中で、いわゆる商店街活性化事業補助金が２２０万

円見込まれておりますが、これは、具体的に、玄蕃まつりだ、広丘夏まつりだ、短歌の里ということですが、こ

の３つの事業それぞれの内訳がわかったらお願いしたいと思います。 

○商工課長 詳細については係長のほうから説明をいたします。 

○商業労政係長 商店街活性化事業補助金２２０万円ですけれども、その内訳ですが、広丘夏まつりに対する補

助金が１２０万円、それから大門商店街における各種イベントの補助金が８０万円、広丘駅前の冬のイルミネー

ション設置の活性化事業での補助金が２０万円です。 

○永井泰仁委員 大門地区と広丘地区と均衡ある発展ということをよく聞きますが、これでは全く広丘の商店街

は元気が出てこなくて、ほとんど大まかなものは大門関係の行事に名目をつけては、ほとんど出しているという

ことで、広丘のイルミネーションだって、市がやらなくても民間でもやるくらいの話になってきているし、それ

から、夏まつりの１２０万円も、前回は５０周年記念で、昨年度は２０万円だか、３０万円だかふえましたけれ

ども、やはりこれはもう少し均衡ある発展と賑わいは、本当にどちらも並行してやるとするならば、もう少し広

丘地区の商工会の皆さんとも話をされて、事業の拡大をしたり、これは補助しないと、とてもではないが均衡あ

る発展ではなくて、ほとんど開催地のものをこうして見ると、みんな大門にかかわるものを、いろいろな大義を

つけては、負担金だ、補助金だということで。もう少しこの辺のところの均衡をこれから真剣に考えてもらわな

いと。大門は何でも中心市街地活性化ということで指定をされるから、いろいろなものが倒産しても市が差し伸

べてくれるけれども、広丘のほうは、中心市街地というふうに指定になっていないために、商店街などは全然、

増額にもここのところなっていないというようなことで、非常に広丘地区の商店街の皆さんからも不満が強いで

す。そういう意味で、広丘の商工会の皆さんと本当によく話をして、例年のものの踏襲ではなくて、本当に大門

や広丘のまちなかの賑わい投資ということでやるのなら、もう少し増額する方向で商工会の皆さんと話をしても

らいたいと思います。これは要望で結構ですが。 

○柴田博委員 ２３１ページの道の駅木曽ならかわ管理委託料６０万円ですけれども、これはどの部分の委託か

ということと、委託の内容を教えてください。 
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○商工課長 道の駅木曽ならかわの委託料の関係でございますけれども、道の駅木曽ならかわの川沿いの面、ト

イレの管理委託料ということになっております。ならかわ市場の裏といっていいのでしょうか。そのところのも

のでございまして、一つは、１日２回トイレの清掃をしていただいていることと、それから備品等ということで、

トイレットペーパーのほかロール紙、トイレットペーパーロール紙の代金を。 

○柴田博委員 ならかわ市場の管理運営そのものは、指定管理か何かで出しているのですよね。それはどこに出

てくるのですか。 

○農林課長 ならかわ市場につきましては、農産物の直売施設ということで、農林課でさせていただいておりま

す。ただ、管理料についてはゼロでございます。 

○丸山寿子委員 ２３７ページの下のほうの地域ブランドですけれど、メディアミックスということで、雑誌と

タイアップしてというお話だったのですけれど、この５ページというのは、記事は先方が書くのだけれども、情

報はこちらから提供して、かなりこちらの意向をくんで書いてもらう、そういったページというふうに考えてい

いですか。 

○ブランド推進室長 お尋ねの件でございますが、タイアップ企画というのは、こちらとサライとお互いに検討

をしあいまして、どういった記事内容にしていくかという構成をまずやります。予算をお認めいただければ、新

年度に入りましてさらに打ち合わせをいたしまして、塩尻全体のブランドとしてのＰＲができる部分。これをサ

ライのほうと検討しまして記事構成をしていくという形でありますので、５ページというものを取るのは、サラ

イのほうで取りますけれども、内容は我々の要望するものと、サライとしての基本の制度とのマッチングをしな

がら進めてまいります。 

○丸山寿子委員 読み手にとっては、広告というよりは、自然な記事のようなイメージでつくられるなというふ

うに思えばいいわけですね。 

○ブランド推進室長 予算のところには広告料というふうに載っているのですが、雑誌等に掲載する記事等につ

きましては、こちらとしては広告料という名目で載せざるを得なかったということでありますが、内容的には、

今の委員さんの御質問のとおりの内容で、いわゆる一泊二日の内容で塩尻に来ていただくと。それで、泊まって

いただいて塩尻も見ていただくと。塩尻に訪れていただくという内容としていきたいという形で打ち合わせして

います。以上です。 

○丸山寿子委員 違う点で、もう一度お願いします。２４１ページの広域観光の推進事業の関係なのですが、い

ろいろな負担金を払っているわけですけれども、松本広域連合の議会の中でも、委員会の中で各自治体からの委

員のほうからも意見が出たのですが、松本広域の圏内でＰＲをまとまってするということが、なかなか十分では

ないのではないかという意見が出まして、私もそんなふうに思うわけなのですけれども、パンフレットはそれぞ

れのいろいろなエリアごとに出したりはしているのですが、中京のほうですとかへ行ってみた時に、近いという

ことで南信州というくくりだとか、木曽というようなくくりで結構積極的にアピールをしているというのを見て

きまして、その時少し聞いた声として、中信地区が少し抜けている中で、いきなり北のほうに行ってしまうよう

な印象を受けるということを、名古屋方面の方からも言われたのですけれど、その辺、負担金を払うというだけ

でなくて、その辺を効率よく、もう少しＰＲするというようなことで、投げかけと言うか、そういったこととい

うのはしているのかどうか、これから今後どうしていくのか、その辺についてお願いします。 
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○観光課長 御指摘の件でありますけれど、まさに御指摘されているとおりであります。我々もそれは感じてお

りまして、課員一同、声を大きくしてやっています。ただ、やはり一市だけではいけないものですから、これに

ついてどうやって研究しようということで、実は、先ほども少し言いましたけれど、先ごろの市長会の中でも広

域観光連携というようなことが４市の間で話題になっておりました。近いうちに、４市の担当課長が集まって会

議をしながら、これからの広域観光をどうしようということで、予定はあります。その中で、こういった連携し

ている会については、私のほうからも声を上げていきたいと思いますし、また、そうしていかないと、お客さん

は一市に来るわけではなくて、この中信、あるいは長野県に来るわけですので、行政という垣根は関係ありませ

んので、そういったところを無視した形での誘客をできるようなことをまた話していきたいと思います。それか

ら、一つは、これは御承知していただきたいと思いますが、私たちの今観光案内所で行っている案内、これにつ

きましては、一応お客さんからの問い合わせには、長野県に関することをワンストップしようということで、今、

指示を出してあります。ただ、うその情報を流すことはいけないので、これは松本だからそちらへ電話してとい

う話は絶対に止めると。そうではなくて、我々は来たところをここで受けながら宣伝しなさいと。それなりのパ

ンフレットも用意してあげなさいという情報を出しております。そのようなことを、これからも広域連携の中で

話をしていきたいと思いますし、あわせて、そういうことに利用できるようなパンフレットということも、両方

やってまいりたいと思います。以上でございます。 

○丸山寿子委員 今の答弁にあったように、一つの市だけに来るのでなくて、本当に幾つかセットにして来たほ

うが、より旅行も楽しいということで来ていただけるということになると思いますので、ぜひ力を入れてお願い

したいと思います。 

○五味東條委員 少しお尋ねしますが、例えば２３３ページになりますが、商工会議所事業補助金１，１３８万

円余とありますね。商工会議所は、大体、どのくらい補助金だとか、あるいは事業委託料だとか、全般的に税金

として出しているのですか。わかりますかね。補助金を出しているわけでしょう、商工会議所に。その割には、

意外と無責任なことばかりしているので。だから、どのくらい委託だとか、補助金だとか、そういったものを市

から出しているわけですか。わからなければ、また休憩の後でもいいですし。 

○商工課長 今、手元に商工会議所の決算書が見つかりませんので。 

○五味東條委員 それについて、例えばもう一つ、補助金だとか委託料だとか出した中で、これはこういうふう

に使っていますというものも出ているのですか。その報告的なものは。 

○商工課長 市から、もちろん、出したものについては、報告をいただいておりますので。 

○五味東條委員 その辺も概略をお願いします。 

○委員長 補助金に関して、市から出ている分の細部を。 

○五味東條委員 どのくらい出ていて、それがどのように主に使われているかとかね。 

○委員長 課長、わかりますか。 

○商工課長 私ども、商工会議所の補助金については、先ほど御説明させていただいたような内容で、１，１３

４万８，０００円を活動費ということで出させていただいておりまして、そのうちの一般事業の補助金というこ

とで４５６万円、それから中小企業相談所というところが商工会議所の中にありますので、その活動費として５

２８万５，０００円、それから旧楢川の分が、毎年減ってきておりますけれども、１５０万円ということで、市
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からの補助金についてはこういう形で出させていただいているという状況です。 

○五味東條委員 全部でどのくらいになるのか。 

○商工課長 全部で１，１３４万７，０００円ですか。 

○五味東條委員 それは補助金で、事業の委託料だとかあるではないか。ほかのものも含めて。要するに、商工

会議所に出している金というのは、どのくらいあるのか。 

○商工課長 それはまた後ほど。 

○柴田博委員 ２３３ページの中小企業融資あっせん事業の関係ですけれども、当初予算でこういう額だという

ことなのですけれど、これについては補正予算で補正されることが多いのですけれど、新年度についてもそうい

う考え方ですか。 

○商工課長 中小企業の融資につきましては、保証料も含めて平成２１年度も、その都度状況に応じて補正のお

願いをさせてきていただいております。平成２２年度も、当然状況がどういうふうに展開していくかということ

を見ながらお願いをしていくように考えております。若干、年が明けてから月額の融資額が少し減ってきてはお

りますけれども、また２月になりますとふえてきているような状況もありますし、それから、小口の中小零細の

企業の皆さんの申し込みもふえてきておりますので、その辺の状況を見ながら対応させていただきたいというふ

うに考えております。 

○永井泰仁委員 直接予算云々ではないですけれど、県営松本空港の利用促進ですが、２４１ページになります

が、今までのＪＡＬの関係では、いろいろ制約があったり、本当に松本空港というのはＪＡＬの中でも不採算の

路線で我慢をしてきたわけですが、この辺で、今度はＦＤＡの関係と本格的に利用したり、促進を図っていくと、

こういうことを広い視野で考えた場合には、やはり国内だけではなくて、国外からも直接来るような形をこれか

らとっていかなければまずいというふうに感じるわけで、そういった中で、ハブ空港といわれている仁川空港と

松本空港と直で行ったり来たりできるような、そういうものをＦＤＡならそれほど過密でもないし、まだ飛行機

ももう１台くらいは残っている余裕があるわけですが、そういうような少しスケールの大きい構想は考えられな

いか、あるいは期成同盟会とか、そういう促進同盟会の中でそういう話は全然出ていないですか。部長、どうで

すか、その辺は。 

○観光課長 今の件でありますが、ありがとうございます。そのとおりで、今ＦＤＡでは、これからまだ飛行機

が４機あります。これからまたふやして、最終的には５機までにしていくという予定であります。そうしてきた

中では、今言われた国際直便も考えていきたいというのがＦＤＡの方針だそうです。ただ、今現在どうできるか

というのは、まだこれからのことですので、それについてはもう少し時間をかけて、向こうの会社の運営方針も

見たいということです。それから、ＪＡＬの時もそうでありましたけれども、やはり、グアムですとか、それか

ら韓国辺りの直便も出ておりましたので、これは今度は、今までＪＡＬの場合はＪＡＬの直接商品をつくる、観

光的なツアーをつくるものがあったのですが、これからは多分、県内のエージェントとタイアップした形での直

便を出すべきだろうと思いますし、出していくような方向になるのではないかというふうに思います。なぜかと

言いますと、やはりここは、そういう直便の今までの経過がありますので、そのようなことはこれから利用促進

協議会のほうで、多分出てきて、それで支援をどうしようかという話になるのではないかというふうに思います。

そういうことで、もう少し、これから月末に行われますＦＤＡの遠方支援会議、あるいは利用促進協議会が立て
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続けに行われる予定になっておりますので、その辺の中で方向性を見出し、さらに議決されるのではないかと思

います。そうなった折には、そのような話も中にはのってくると思います。現在は、まだ国内的な運送のものし

か支援のものが出ておりませんが、多分そのような話もこれから出てくるかと思います。 

○永井泰仁委員 ぜひ、今までと同じことをやっていても、また衰退してしまうようなことが心配されますし、

それから、今出てきているのは、サッカーの松本山雅の関係がああいう形になってきて、全国からも応援が、フ

ァンが来るだろうということで、その分は若干はふえてはきますけれども、やはり基本的には今度は外国からも

ね、ＪＡＬでは組織が大きすぎてできないですが、ＦＤＡならまたそれなりのルートで、仁川からこちらへ行く

ルートも可能だと思うので、これは半年か１年くらいかかっても仕方ないですが、少し積極的に外国からも直接

ルートとして誘致をして、信州を紹介するとか、またその時には北海道とか九州とか、日本を代表する観光地の

ほうへまで誘導できる、そういう力を持っているものですから、ぜひ、今までの既成概念だけではなくて、うん

とやってほしい。それから、今度のＦＤＡの飛行機のグリーンのものはどうだというのは、聞くところによると、

うちの市長が提案して、菅谷市長がそれを聞いていて、それはいいねと言って、そのグリーンの車体に色が、４

機目が決まったようですが。そのようなことで、従来の既成にとらわれなくて、少し思い切ったチャレンジをす

るように、県のほうにもいろいろな機会を通じて、ぜひアプローチをしてほしいと思います。要望でいいです。 

○委員長 ほかに。なければ次に行きますが、ここで１０分間休憩します。 

午後２時１８分 休憩 

――――――――――― 

午後２時２９分 再開 

○委員長 休憩を解いて再開します。８款の土木費の説明を求めます。 

○都市づくり課長 それでは、２４４、２４５ページからお願いをします。１目土木総務費ですが、説明欄のと

ころでございますが、土木総務事務諸経費１，２７２万８，０００円でございますが、主なものについて御説明

をさせていただきます。真ん中の少し下になりますが、道路賠償責任保険料１３１万円でございます。これは、

市道、農道、林道、その他道路等の事故に対しての補償ということでございます。契約としましては、全国市有

物件災害共済会というものがございまして、そちらのほうが窓口になっている形になります。次に、街区基準点

復元等委託料でございます、１１万円。これは、国のほうで設置いたしまして、現在市が管理している基準点が

市街地を中心に８２９点ほどございますが、これの紛失に伴っての復旧ということで４点ほど予定をさせていた

だいております。その下、道路関係台帳等管理委託料。これにつきましては、説明資料の４０ページをごらんい

ただきたいと思いますが、６４９万２，０００円でございますが、内訳といたしましては、道路台帳の更新によ

るものが５２５万２，０００円、それから街区基準点のシステムの保守委託料ということで８０万円、それから

ことし整備をしております指定道路図、これに関連してのシステム保守委託料ということで４４万円ということ

で、あわせてということで予定をしているところでございます。１つ飛びまして、土木遺産周辺整備工事１０万

円でございますが、これは平成２０年度に土木学会のほうで土木遺産として認定を受けました旧片平橋、ここへ

来られる方への案内板を設置をさせていただきたいというものでございます。以上です。 

○交通担当課長 続きまして、２目の交通安全対策費について御説明を申し上げます。予算書の２４６、２４７

ページをごらんください。また予算説明資料４０ページをあわせてごらんいただきたいと思います。総額で３，
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９０４万円を計上させていただきました。委員報酬、経常経費につきましては省略させていただきたいと思いま

すが、丸の２番目の交通安全対策事業諸経費でありますが、２，１９０万９，０００円につきましては、主なも

のとしましては、長野県民交通災害共済会費徴収報償金です。現在、平成２２年度の県民交通災害共済の会員募

集を取りまとめておりますところでありますが、加入者一人当たり３０円で、取り扱い件数に応じまして各地区

へ報償金としてお支払いをするものです。１２０万円を計上させていただきました。下から４番目の補修用資材

８０万５，０００円につきましては、道路の白線補修、またグリーンベルトなどの設置などに要しますペイント、

シンナーなどの資材であります。続きまして、塩尻市交通安全会議負担金は１，４７４万７，０００円でござい

ますが、これにつきましては、交通指導員４人の人件費が主なものでありますが、また、高齢者、児童等への交

通安全教育、啓発活動などの推進事業にかかわります経費であります。次に塩尻交通安全協会補助金として２７

５万円計上させていただきました。 

 続きまして、交通安全施設整備事業でございますが、交通安全施設整備工事として、カーブミラー、またガー

ドレール設置、道路白線の補修等の費用として１，７００万円でございます。 

 １枚めくっていただきまして、２４８、２４９ページをごらんください。３目の輸送対策費について御説明い

たします。総額で７，５３８万１，０００円を計上させていただきました。９番目の丸ポツの高速バス停駐車場

清掃等委託料ですが、みどり湖の駐車場の清掃と管理をシルバー人材センターにお願いするもので、４６万１，

０００円でございます。続いて地域振興バス運行委託料として７，０９９万１，０００円を計上させていただき

ました。本年度は運行の見直しを行いまして、この４月５日からダイヤを変更するものでありまして、ただいま

準備を行っているところであります。運行費用につきましては、片丘線ほか７路線につきましての運行委託料と

して５，１８３万９，０００円、楢川線、勝弦線の２路線につきましては、運行委託料として１，９１５万２，

０００円であります。なお、新しい時刻表につきましては、広報しおじりの３月１５日号の折り込みで全世帯へ

配布する予定であります。次に奈良井駅の管理業務委託料として１３２万円を計上させていただきました。月額

１１万円の１２カ月分であります。続きまして、小野駅の業務委託負担金として７０万円を計上いたしました。

内容につきましては、委託者の人件費、また乗車券等の売り上げの５％の合計を辰野町さんと２分の１ずつ折半

という形ですが、負担をするものであります。以上であります。よろしくお願いいたします。 

○都市づくり課長 続けてお願いします。２４８、２４９ページ、１目の道路橋梁総務費でございますが、説明

欄の丸３つ目でありますが、道路橋梁事業諸経費ということで１０９万円お願いするものでございます。これに

つきましては、幹線道路等の整備促進に向けた各種同盟会等の負担金が主なものでございまして、１４団体等へ

加盟をしているという状況でございます。よろしくお願いいたします。 

○建設課長 次、道路維持費のところで、２５１ページの説明欄をお願いします。これらは、前年度より１億円

余減額になっておりますけれども、先の２月の補正で前倒し計画がございますので、それが土地改良工事７，０

００万円、それから応急工事１００万円ほど前倒しされておりますので、減になっております。 

 それでは、説明欄の臨時作業員賃金でございます。これは、道路上の支障木の伐採ですとか、路肩の草刈り作

業等を行うためのものでございます。それから下のほうの委託料でございます。清掃委託料につきましては、路

肩の除草等をシルバー人材センターに委託するものでございます。その下の街路樹せん定委託料です。これは高

木せん定、それから支障木伐採処分、それからアメシロの駆除、これを専門業者に委託するものでございます。
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その下の市道維持補修作業委託料でございます。これは、塩嶺高原別荘地内の市道約１６キロがございます。こ

れを塩嶺高原開発株式会社に維持管理を業務委託するものです。それから排水ポンプ５カ所の点検調整業務の委

託の２点でございます。それから、その下の重機借上料でございます。前年度より１，３００万円ほど増額にな

っております。これは、道路の土砂の撤去のほかに、これは通年計上させていただいておりますけれども、平成

２２年度からは冬のシーズンの除雪機械の待機料、これを当初予算から計上させていただくことになりました。

なお、稼動費の関係です。それはいつものように、状況に応じて適宜３月の補正をお願いすることになります。

それから維持補修工事でございますけれども、これは舗装補修等のパッチ補修等の応急的工事を行うものでござ

います。その下の補修用資材でございますが、アスファルト等の資材の購入費でございます。備品購入費につき

ましては、融雪剤の散布機の更新をするものでございます。建設業者に貸与している機械が１２台ございまして、

そのうちの１台でございます。一番古いものは、平成８年に購入してございました。耐用年数を大分、とうに過

ぎておるものがございますけれども、今後二次計画で更新の計画があると思います。一番下の除雪協力助成金で

ございます。これは、区が行う機械除雪にかかわる協力金を、活動実績に応じてお支払いするものでございます。 

 次のページ、２５３ページをお願いいたします。道路新設改良費になります。補助と単独あわせて計上されて

おりますけれど、補助分につきまして、予算案説明資料の４１ページからごらんいただきたいと思います。上の

地域活力基盤創造交付金事業、これは去年からですが、川岸線、堅石通学線、吉田原通線の３路線の改良を行っ

ていくものでございます。資料の下の表にございますように、川岸線と堅石通学線の２路線、これは平成２２年

度の完了を予定しております。 

川岸線改良工事でございますけれども、国道１９号と奈良井宿とのアクセスの強化のための道路、それから橋

梁の新設。これにあわせまして、駐車場不足を解消するために道の駅の簡易パーキング、これを拡張線とあわせ

て行うものでございます。今、奈良井川をまたぐマキヤ橋の上部工工事が進んでおりまして、この３月末に完成

しますと、残る道路工事は橋と道路の配管の工事だけです。それとあとは、パーキングの造成工事が残っており

ます。これを平成２２年度に実施してまいります。それから、パーキングの関係ですけれども、今地図をお配り

しますけれども、拡張整備面積が３，１００平方メートル、それから収容台数でございますけれども、大型バス

が１５台、普通車３０台を収容できる施設になります。ほかに施設やトイレやらのほかに案内所をかねました休

憩展示施設、これを併設するようになっております。地図をお配りしますのであわせてごらんいただきたいと思

います。 

それから、堅石通学線でございます。これはＪＲ東日本へ踏切改良の２工事を委託をいたします。予算説明書

の中ほど、説明欄の中ほどに工事委託料、予算書ですね。予算書に２５３ページ工事委託料でありますけれども、

１億２，３００万円盛ってあります。このうちの１億１，０００万円がＪＲ委託工事でございます。ＪＲでは、

ことしの秋に工事を行うというふうに言っております。 

それから吉田原通線ですけれども、ことし、いろいろ設計協議を進めてまいりましたけれども、いよいよ事業

が固まってまいりまして、平成２２年度から用地買収を開始いたします。これは戸建住宅１軒を予定しておりま

す。あと、アパート、それから長野銀行がございますけれども、平成２４年度までに買収を完了しまして、平成

２５年度には最終的にＪＲ委託工事で完成するという予定でございます。不動産鑑定料２０万円を計上しており

ます。これは吉田原通線の用地の関係の分でございます。それから測量設計調査委託料で２，９７０万円を計上



 43 

させていただきましたけれども、これは川岸線の設計監理、それから吉田原通線の用地補償調査の関係でありま

す。 

それから、予算説明資料の４２ページをごらんいただいて、地方特定道路整備事業が出てまいります。広丘東

通線と西条線とございます。これは、起債９５％の事業でございます。東通線は、市道えびの子通線と、それか

ら東通線の交差点付近の拡張、拡幅改良を行うものでございます。それから西条線でございますけれども、大門

二番町、三番町にかけてございます県道床尾大門線との交差点付近が見づらくなっております。この改良を行う

ものでございます。 

資料の下の丸ポツでございます。道路新設改良事業（生活道路整備）であります。既に３カ所分については、

先の２月補正予算に１，６９０万円を前倒し計上させていただいたところでございます。その残りでございます。

平成２２年度当初予算分のこの工事費７００万円でございますけれど、北熊井の中屋敷の集落の円周のところを

行うものです。平成２１年度からの継続工事でございます。 

資料４２ページの下から３番目の丸ポツ、橋梁長寿命化修繕計画策定でございます。これは、橋梁の実地点検

を行いまして、健全度を把握しながら、橋梁ごとに必要な予防的な修繕とその時期とを盛り込んだプログラムを

策定して、それに沿った予防対策を講じるものでございます。平成２６年度には国の財政措置が変わりまして、

橋梁の修繕工事につきまして、この長寿命化修繕計画を策定していないと補助事業が採択にならないということ

になっておりまして、平成２５年度までには策定する必要がございます。そういうことで平成２２年度から調査

費を計上させていただきました。これの策定費でございますけれども、平成２５年度までは国が半額負担してく

れるということでございます。平成１９年の１２月議会で、中村議員さんから質問がございました。当時の道路

課建設事業部長が平成２２年、２３年にかけて策定するというお答えをした経過があります。そういうことで、

少し平成２５年には早いですけれども、そのとおりに進めさせていただきます。この長寿命化修繕計画は、市道

の橋が２４１カ所ございます。その中で長さが１５メートル以上の橋を対象にして策定するものでございます。

これが８１カ所あります。一番多くは、長野線の橋が２０カ所でございます。 

その下の丸ポツでございますけれども、先ほど言いましたが、長野線の跨道橋の修繕工事でございます。道路

公団へ委託するものでございますけれども、去年、公団と市と合同で点検調査を実施いたしました。２０橋中１

０橋が、トラックの補修等の部分的修繕が必要だということが判明しまして、平成２２年度に計上しましたとい

うことであります。 

その下の向剣沢橋の修繕工事でございます。この橋は、奈良井川の本山池の権現の少し上流に架かっている橋

ですけれども、松塩水道の原水管を抱いて渡っております。そういうことで工事は県の企業局が行いますので、

市としての応分の負担として委託料を支払うということになります。 

それでは、予算書の２５４、２５５ページをお願いいたします。河川の関係でございます。河川改修事業は、

一級河川の沓沢川の改修工事、長年かかって進めてまいりましたけれども、平成２１年度に完了いたしました。

平成２２年度は応急工事等の維持管理費のみの計上でございます。なお、平成２１年度のこの間の２月補正で、

河川の環境整備工事というもので、一級河川の河床の浚渫４２０万円を前倒し計上させていただいております。 

その下の河川維持管理諸経費でございます。これは、奈良井川のリバーサイドパークの清掃、除草等の作業委

託と、それから市内に５カ所、親水公園がございます。この維持管理委託をするものでございます。 
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○都市づくり課長 続けて１目の都市計画総務費、説明欄の都市計画総務事務諸経費２６８万円でございますが、

１枚めくっていただきまして２５６、２５７ページをごらんいただきたいと思います。主な内容としましては、

印刷製本費ということで１２６万６，０００円、これは都市計画図等の印刷でございます。それから、一番下に

なりますが、都市計画基礎調査業務委託料９０万円でございますが、これは、現在進めております定期線引き見

直しの手続きにかかわる業務委託ということでお願いするものでございます。 

 続きまして、都市計画総務事務負担金１４２万２，０００円でございますが、これは都市計画事業、また都市

計画制度等にかかわる協議会等への負担金が主なものでございますが、この中で、一番下にございます松本都市

圏総合都市交通体系調査負担金６４万円でございますが、これは現在、平成２０年度から３年間かけて県が、平

成２２年度ということで、平成２０、平成２１、平成２２ということで進めておりますものでございまして、こ

れに対する負担金でございますが、これによりまして松本都市圏の交通マスタープラン、交通政策ですね、これ

の総合的な体系づくりをしていきたいということでやっているもので、１１市町村が対象となっておりまして、

各市町村が一部負担金を拠出するということになっております。 

 その下の都市緑化推進事業ということで２０５万３，０００円でございますが、主なものは苗木代ということ

で、記念樹とか、また公共公益施設等への苗木の配付ということで２００万円をお願いするものでございます。

以上です。 

○建設課長 次、公園管理費でございます。まず街区公園の管理事務諸経費でございますけれども、市街化区域

の中の街区公園、近隣が１、街区が２７、そのほかにも公共緑地、それから奈良井地区の水辺公園とか、ああい

った公園もございます。それらの維持管理を行うものでございます。賃金につきましては、臨時職員賃金。これ

は公園パトロール員を２人配置しております。一人月１５日で、通算２１カ月ですか。ですから、まるまる２人

ではないです。そういった配置をさせていただいています。 

それから公園管理委託料でございます。これは、除草などの軽作業をシルバー人材センターへ委託しておりま

す。それから遊具の保守点検は専門業者に委託しております。そのほかトイレの清掃業務等、これについては新

規の方に委託しているものでございます。それから、高木せん定等については専門業者に委託させていただくよ

うになりました。それから、街区公園の整備工事でございます。これは遊具の補修でございます。 

 その下の丸の小坂田公園・北部公園の関係。ごらんのとおり、上下水道等の諸経費を計上させていただいてお

ります。次のページでございます。説明欄の委託料でございますけれども、２，０００万円余ありますけれども、

これは、小坂田公園の関係が主でありまして、ゴーカートの維持管理、メンテを含みます。園内の樹木せん定、

除草清掃作業、これらをシルバー人材センターへ委託しております。これが１，３０６万円。あと、専門業者に

委託するものとして、パターのゴルフコースの芝管理、これが４８０万円余でございます。あと、電気設備の補

修点検等がございます。それから北部公園の関係は、除草作業の委託で４２万円ほどでございます。 

 その下の社会資本整備総合交付金事業費でございます。これは、政権交代してから、今までのまちづくり交付

金事業というふうに呼ばれていた事業ですが、呼び方が社会資本整備総合交付金に改められました。ただ、これ

までのまち交制度の内容をそっくり継続する場合につきましては、中身の制度上の変更は全くないというふうに

聞いております。予算説明資料の４３ページをごらんいただきたいと思います。去年より３億８，０００万円ほ

ど減っておりますけれども、高校北通線の整備工事が完了しまして、去年は高校北だけで４億円余でございまし



 45 

たので、そういう部分で減っております。 

 まず広丘西通線でございますが、これは大門と高校北通線とのアクセスでございます。高校北通線は、この３

月２５日に全線開通しますけれども、この交差点から南へ用地買収をしてきておりまして、平成２２年度では、

郷原大門線、塩原整形さんの少し手前のところ、その交差点までの用地買収を終える予定でございます。 

それから、その下の平出一里塚線でございますが、この冬場も遺跡発掘調査をしております。いよいよ平成２

２年度から工事を開始してまいります。なおこの補償費でございますけれども、畑かんの施設の移転を行うもの

で、土地改良区に支払うものでございます。 

それと、大門高出線でございますが、高出四区内の市道、公園通りから一本西側の道の排水路整備を行ってき

ておりまして、これは、平成２３年度には完了予定で進めております。 

郷原大門線でございますが、大門七区のＪＲのアンダーパスを過ぎて国道１９号に向かうところの、三全精工さ

んの倉庫の付近の道路工事でございます。歩道を設置いたします。 

○住宅担当課長 それでは、２６０、２６１ページをお願いいたします。 

○建設課長 済みません、委員長。私のほうで１つ落としてしまいました。２６１ページの駅舎等維持管理諸経

費でございます。これは、塩尻駅と広丘駅に市が設置して管理する部分の維持費でありまして、塩尻駅はエレベ

ーターのみです。それから広丘駅についてはエレベーター、自由通路、それからトイレ。トイレは消耗品まで全

部入ります。それから上下水道の使用料、電話料、それから次のページで、消防設備の点検委託料等になります。

あわせて８８０万円余の維持管理費でございます。以上です。 

○住宅担当課長 済みません。それでは、５目建築指導費をお願いいたします。建築確認等事務諸経費でござい

ますけれども、これにつきましては、建築確認２００件、完了検査１３０件、長期優良住宅認定１４件等にかか

わる諸経費でございます。上から２番目の消耗品につきましては、建築確認法規の加除等でございまして、その

他参考図書等でございます。３つ下がりまして、備品修繕費につきましては、市民の皆様に御希望があれば貸し

出しておりますシックハウスの測定器のメンテナンスということで、備品修繕料として予算計上してあります。 

続きまして、２番目の丸の耐震対策等事業でございます。これにつきましては、耐震診断業務委託料。これに

つきましては、簡易診断３０棟、精密診断３０棟、これを建築士事務所協会へ委託して診断を行うものでござい

ます。その下でございますけれども、耐震補強事業補助金。これにつきましては１０棟分を見込んでおります。

補助対象限度額は１２０万円でございまして、その６０万円は施主さんが負担しますけれども、残りの５０％に

つきましては国、県、市でそれぞれ負担をするものでございます。以上でございます。 

○都市づくり課長 続けて、２６２、２６３ページをお願いいたします。６目下水道事業費でございますが、こ

れは下水道事業会計への繰出金９億５，０００万円ということで、一般会計から特別会計へ繰り出しを行うもの

でございますので、よろしくお願いします。 

○建築住宅課長 ５項住宅費１目市営住宅管理費について御説明をいたします。説明資料の上から２番目、市営

住宅管理事務諸経費につきまして、臨時職員社会保険料、これにつきましては緊急雇用の対策を利用いたします

関係で１人分の保険料ということでございます。それからその下の臨時職員につきましては２人分ということで、

パートが１人、それからフルタイムということで１人ということでございます。２つ飛ばしまして印刷製本費で

ございます。これは納付書、あるいは封筒等の印刷ということでございます。 
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その下の市営住宅管理維持補修費でございます。これは市営住宅の維持管理補修費ということで、市営住宅９

団地４３７戸、定住促進住宅３団地２２戸、特定公共賃貸住宅４団地２４戸、あわせまして１６団地４８６戸の

管理に伴うものでございます。下から４番目の消防設備点検委託料でございます。これは、吉田団地５棟９０戸

分の年２回の消防設備の点検委託料でございます。その下の環境整備委託料でございます。これにつきましては、

牧野団地の草刈り等の委託料というものでございます。それから施設等補修材料費でございます。これにつきま

しては現物支給ということで、砂あるいは砕石等でございます。 

一番下の市営住宅管理事務負担金でございます。雑排水処理施設管理負担金ということで、この関係につきま

しては、渋沢団地にかかわります雑排水の負担ということで１６１万３，０００円をお願いするものでございま

す。この関係は、平成２１年度から行いまして、現在２年目ということでございます。 

それから２６４、２６５ページをお願いいたします。あわせまして予算説明資料４４ページをお願いいたしま

す。２目市営住宅建設費でございます。これは、市営住宅渋沢団地の関係でございまして、県の君石団地の建設

とあわせまして、君石団地の敷地内に市営住宅渋沢団地を共同して建てるものでございます。主なものは実施設

計委託料でございます。ＲＣの３階建て、３６戸、エレベーター付き、また場内整備等々の実施設計委託料でご

ざいます。それから下水道受益者負担金でございますけれども、床尾団地の建設につきましては、今年度終了い

たします。その関係で下水道の受益者負担金が５回払いの５回目ということで、平成２２年度は最後ということ

でございますのでよろしくお願いをいたします。 

 それから、３目定住促進住宅建設費でございます。これは、北小野地区の活性化を図るために若者向けの定住

促進住宅の建設を行うということでございます。主なものにつきましては、設計監理委託料ということで、木造

の２階建て１２戸、あるいは旧保育園の解体の除却の設計委託、あるいは旧保育園の解体の監理業務の委託料で

ございます。それからその下の解体工事につきましては旧保育園の園舎の解体除却ということで、木造平屋建て

４３３平方メートルの解体除却でございます。以上、よろしくお願いいたします。 

○委員長 災害復旧費も１ページですので、説明を求めますが。 

○農林課長 それでは、予算書３３６、３３７ページをお願いしたいと思います。１１款災害復旧費１項農林水

産施設災害復旧費でございます。１目市単農業施設災害復旧費５１万９，０００円。それから、２目の市単林業

施設災害復旧費、同じく５１万９，０００円でございます。これにつきましては、災害発生時の応急工事費用と

いうことの目出しをさせていただきました。よろしくお願いいたします。 

○建設課長 その下の土木施設災害復旧費でございます。先ほどと同じく、最小限の予算をとって計上しており

ます。 

○委員長 それでは、土木費と災害復旧費について、委員のほうから質疑がありましたら。質問がありましたら、

発言を求めます。 

○中原輝明委員 ２６３ページの１６団地あるというが、この１８０万円か、こればかりのもので足りるのか、

これだけの団地の補修をやっていくのに。維持管理修繕費がこればかりで足りるのか。 

○建築住宅課長 営繕修繕、あるいは。 

○中原輝明委員 それはわかっている。そんなことはわかっているが、これだけの団地の数があって、これだけ

の数字でいいのかと聞きたい。自信があるのか。心配するのは、今、団地の中にも大変なところはいっぱいある。
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で、これでいいのかと聞いている。要望に応えられるのか。応えるといえばそれでいい、何も言わない。私は、

この数字ではもう駄目だと思う。 

○住宅担当課長 済みません、２月の臨時会で、きめ細の関係の臨時交付金で１３カ月予算ということで、営繕

修繕料３４２万円、それから市営住宅補修工事１，２００万円をお認めいただいてありますので、平成２２年度

は国のお金を使って建てかえをしたいということでございます。 

○中原輝明委員 それでできると言ってくれれば、それで御苦労さま。それを聞きたかった。 

○五味東條委員 同盟会の負担金でございますが、各道だとか何かの。今までは、この同盟会の人たちは、国会

まで行って請願書を持ってお願いしてきたのだけれど、今、民主党になったら、県で吸い上げてやっているよう

な形で。そうした時に、これまでこういった負担金を出して、この人たちが請願したり何かしてきたのですが、

その辺のことについては変わって、どうなっていますか。 

○都市づくり課長 今、五味委員さんが御心配ということで御質問されたかと思いますけれども、現時点では、

まだ平成２２年度に関する要望のスタイルというものをどのような形にしていったらいいかということは、市と

しては、またこの団体としては、まだ決めておりませんけれども、委員の御指摘のとおり、地元の選出の民主党

の議員、または県連へ要望を上げて、そこで事業仕分けをして、それから幹事長のほうでまたチェックをすると

いうような、システムはそういう形になっているということで、新聞報道でも聞いておりますけれども、実際に

は、やはり、そういう個所へ具体的に要望活動をしていかないと、事業費の確保ができないということも事実で

ございますので、この辺については、どんなスタイルをとっていっていいかということを含めながら、今後考え

ていきたいなというように思っております。当面、各種総会がございますので、それに向けて各負担金等あげさ

せていただいてございますので、そのような形でよろしくお願い申し上げたいと思います。 

○五味東條委員 文句を言ってはいけないけれど、要は、この負担金はほとんど交通費やそういうことでしょう、

大体、陳情のための。ほとんどがね、はっきり言うと。それを全然なくして、民主党は県だけでいいとなると、

この負担金は余るか、あるいは、これだけの負担金までしてどうかなという感じも受けるのだけれど。今までは、

例えばことしになっては交通費を使って請願に行ったり、陳情に行ったり、東京のほうにまでは行ってはいない

わけですね、こういう負担金を使って。 

○都市づくり課長 平成２１年度は例年どおり、地元の関係者の皆さんも御同行いただいて要望活動をしており

ます。平成２２年度についてどういうスタイルをとれるかということについては、なかなか。結構変わっており

ますものですから、こちらのほうとしても苦慮するところでございますけれども、地元の声をやはり上げていか

ないと、事業費がつかないと言いますか、なかなかつきにくいというのも新聞報道を見ていますと事実でござい

ますので、今まで以上に、その辺、いろいろな手法を考えながら適切に対応していかなければいけないというよ

うに思っております。団体で要望活動をできるのか、できないのかということは、これから調整をさせていただ

いて、受けていただけるかどうかということも含めて調整をさせていただきながら進めていきたいというように

思っております。具体的には、私どものほうで事務局を持っている、国へまで行くものについては、国道の１９

号の４車線化。これが、事務局を持っていて、国まであがっていくものはこれ１本でございますけれども、ほか

の各種団体等ともやはり連携を図る中で、検討していかなければいけないというふうに思っております。 

○五味東條委員 せっかくこういう団体があって、地元のために尽くしていくという活動をしているのだから、
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この人たちが活動しなければ、はっきり言って、地元の声は届かないと思うのです。その辺が、これからどうや

るかによってなのだけれども、それが全然今の民主党の世界で駄目だというのだったら、はっきり言ってこの負

担金はいらないということになってしまうのだよね、極端なことを言うと。だから、その辺も今事情は変わった

のだけれども、よくあれしてもらって、ぜひ、どちらかと言えば地元の声を出す、そういうものをぜひとも何ら

かの形でやっていかないと、結局また陸の孤島になってしまわないかなという感じですね、塩尻というものは。

これは要望です。できたら、いろいろな面で考えていただきたいなと思っております。 

○永井泰仁委員 下水道特会でもいいですが、ここに、２６３ページに、下水道事業会計への操出金が９億５，

０００万円が計上されておりますが、この９億５，０００万円は、財政当局とどのような話をされたり、また、

どういう見通しで９億５，０００万円なのか、その辺の事情を。下水のほうがわかるか。 

○下水道課長 ９億５，０００万円にございましては、地方公営企業操出基準という基準がございまして、それ

に基づきまして、過年度に借り入れました負債の償還、また新しい建設事業につきまして、財政当局からいただ

いているものです。 

○永井泰仁委員 この９億５，０００万円という金額は、今後ふやしていくか、減らしていくか、当面財政のほ

うからこの範囲だということでやっているのか、その辺はどういうお考えですか。 

○下水道課長 ９億５，０００万円で財政運営をやっていきたいというふうに考えております、当分は。 

○永井泰仁委員 そうすると、これまで早めに下水道事業が仕上がってきているのですが、この起債の償還とい

うものは、９億５，０００万円で今回はきていますが、基本的にこれを早く償還をしていくというのは、どうい

う考えに基づいて進めていますか。 

○下水道課長 新しく借り入れます建設改良に伴います新規の負債等、それと、今まで返しております過年度債

の元金の償還につきまして、平成２２年度債につきましては７億円で元金が減っていくという状態で、おかげさ

まをもちまして、下水道事業整備はなから９９％にいっておりますので、これからは維持管理の時代でございま

すので、そういう流れで負債は年々減っていくと見ています。 

○永井泰仁委員 下水道会計全体を見てもそうだけれど、起債の償還を早く返したりやっていくというのは、下

水道事業の場合には資産はあっても別に金に換えられる資産ではないわけですよね。そういった中では、結局、

利子の安いものに借換えをしたり、それからこの平準化債の関係もそうですが、それで調整をしていって、あと

は市からの下水道の償還金で減っていくという、そういう理屈しか早く償還をするためにはできないのではない

かと思いますが、償還に対する長期的な方法としては、そういう方法しかとれないのか、何か違う方法は考えら

れているか。 

○下水道課長 今、委員が御指摘のとおり、高金利の借換債というものを私どもやらせていただきまして、この

辺につきまして、会計残は５億円ということで、利息を５億円ということをこの３カ年でやらせていただきまし

たし、今後、国の動向が、今５％以上でございますが、それが４％台とかそういうふうなお話も聞いております

ので、そういうことも見極めながら起債の早めの償還に努めてまいります。 

○丸山寿子委員 ２５９ページのところで、公園管理なのですが、先ほどは小坂田公園のほうの説明で、ゴーカ

ートのメンテナンスを含むというような話がありましたけれども、その辺のことをもう少し詳しく教えてほしい

ことと、それから、前に少し新聞報道された時に、小坂田公園のその辺の、いろいろ直したりあまりしないで、
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今後あまり手を入れないような印象をもった方からお電話をいただいたりしているのですが、何か、平成２２年

度は今まで違うというようなことがあるのか、ないのか、また、ゴーカートの台数などは変わらないのかとか、

稼動の期間ですとか、その辺、もう少し詳しく教えてください。 

○建設課長 ゴーカートのメンテナンスというのも、シルバーにお願いしてあるのはオイル交換が主です。大き

な修理はそれぞれの専門業者に修理に出しますので。それから、ゴーカートの台数は、変更はございません。そ

れとあと、小坂田公園の今後の大きな大規模改修というような御質問ですけれども、特に今のところはございま

せん。去年フィールドアスレチックを壊しまして、今は大体散策路として整備をさせていただきました。 

○丸山寿子委員 それでは、プールを含め、あの辺のゴーカートのそちらの側のことはメンテナンスをしつつ、

今までどおり変わりなくということですね。 

○建設課長 プール等の体育施設は建設課の担当ではないものですから、スポーツ振興でございます。うちのほ

うはレジャー施設でございます。 

○柴田博委員 説明資料の４１ページの堅石通学線踏切改良工事ですけれども、ＪＲへ委託するということなの

ですけれども、踏切の改良工事については、ＪＲの負担というのは何もないのですか。 

○建設課長 現有者の全て負担です。現有者であります市の負担です。ただ２カ所ある踏切を統合する場合は、

また話が違ってきますけれど。１カ所あるところをただ直すと、その費用の工事費は現有者になります。 

○柴田博委員 今回のこの工事は、道路にあわせて踏切を広くするという、そういうことですか。 

○建設課長 歩道先の１５メートル部分であります。 

○柴田博委員 もう１点。先ほど配られた資料ですけれども、これは駐車場と休憩施設ということでできるよう

なのですけれど、新しい駐車場の隣にある木曽の大橋のところからの公園と言うのですか、広場と言うのですか、

ここも道の駅になっていたと思うのですけれど、その辺の関係での使い方とかいうのはどういうふうな区分けで

すか。 

○建設課長 道の駅というのは、大体複合施設なものですから、いろいろな形態がありまして、お客さんが入っ

たりがありますけれど、こちらはあくまで、もともとあるものは水辺公園と木の橋がありますね。その手前のパ

ーキングは、これは国道が管理するパーキングです。これが一体となったものが既設の道の駅です。これを拡張

するということで、簡易パーキングを、真ん中の格子になっている、小さいます目が普通車で、大きいますが大

型バスでございますけれども、こういった形で、橋を渡って川の対岸にパーキングを整備します。今、このコン

セプトなのですけれど、特にサービス施設、飲食のサービス施設は、川の向こう側にございます。予定しており

ます。それは、奈良井宿の中で休んでもらう、そういう感じで考えております。 

○柴田博委員 そうすると、この新しくつくるものは、道の駅とは関係なしに、隣同士ではあるけれども、単純

に新しく道路と駐車場をつくったという、そういう形ですか。 

○建設課長 道路につきましては道路の予算でございますけれども、ここの駐車場は、別の簡易パーキングの予

算をいただいております。 

○柴田博委員 この駐車場を利用した場合に、宿場の中に入るには、やはり今までどおり駅の近くの地下通路か、

ずっと機関車のあるあちらのほうの踏切を使うか、どちらかになるということですか。 

○建設課長 観光でお見えの皆さんは、この地下通路、それから権兵衛橋を御利用いただいて、回遊いただくと
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いう計画です。その後、既得権がございまして、このラインの中には第四種で、警報器も装置もない、遮断機も

ない踏切が４カ所あります。これを最近ＪＲのほうから廃止をしたいということで、奈良井の皆さんと相談する

のですけれども。確かに、危険極まりない部分がございますので、この辺も十分に検討してまいりたい。できれ

ば、廃止をしていくしかなかろうかなと思っております。 

○柴田博委員 例えば、地下通路をもう１カ所つくるとか、そういう計画は全然ないのですか。 

○建設課長 今のところございません。 

○委員長 この駐車場は、有料になるのですか。 

○建設課長 無料です。無料が原則です。 

○委員長 上の駐車場は有料ではないか、あそこは、蒸気機関車のほうは。 

○建設課長 権兵衛橋のほうは有料ですね。こちらは道の駅簡易パーキングですから、お金は取りません。ガソ

リン税を使っておりますので。 

○副委員長 １つだけ。道路維持費が昨年より１，４００万円ほど少ないわけですが、これは、削っていい予算

と、削ってはいけない予算というのはあると思うのです。どうしても地元へ入ってくると、道路の関係が一番多

くお話しされます。実際歩いてみても、道路はつぎはぎだらけで大変な状況になっています。だから、こういう

維持費関係、道路関係の維持費というのは、やはり前年並みか、もっともっとふやしていくという、そういう方

向で考えてもらったほうがいいと思いますし、当然私の住んでいるところは都市計画区域内に住んでいますが、

都市計画税というものを払っていますので、ほかの地域の皆さんよりはたくさん市に税金を納めています。当然、

都市計画税は、３億何千万円というのは市に入ってきますので、それなりのものがないと住民も納得しませんの

で、ぜひこういう道路維持とかそういうものに対しては、どこでこれだけ１，４００万円も削ってしまったか知

らないけれど。例えば、市長の農業再生なのか、教育再生なのかわからないですけれど、実際に生活に密着する

ものはあまり削ってもらいたくないなというのは、本当の地元の意見ですし、少ないなと思いますが、いかがで

しょうか。 

○建設課長 道路維持費は、去年は、当初予算というのは毎年、去年もことしも前倒しで前の年に補正を計上し

ました。去年も６，３００万円。これは去年と言うか、平成２１年度当初の。平成２２年度の分につきましては、

これは２月で７，０００万円の計上ですから、７００万円ふえている勘定になります。後は、有利な財源等がご

ざいましたら、また補正という話もございます。去年の例を申し上げますと、平成２０年度に前倒しで６，３０

０万円で、それから６月に６，９００万円、経済対策の追加分でつけていただきました。大分カバーをさせてい

ただいておりますので、また、ことしもそのような機会もあろうかと思います。ですから、前倒し分であります

けれども、維持改良工事のほかに、あと、応急工事の２，５００万円も平成２２年度に費用を盛らないで、平成

２１年度の２月補正にぶち込んでありますから。その分が減っているだけで、実質は減少はないというふうに理

解しております。 

○副委員長 今後もそういうことで、本当に生活に密着する部分はやはり切らずにいただいて、現状維持もしく

は増額ということで、ぜひ御努力をお願いしたいと思います。 

 それと、都市計画税のことを言っていくと、また下水道の話になってきますので、後でやります。 

○委員長 それでは、全体的に皆さんのほうから質疑がありましたら。 
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○永井泰仁委員 全体ではなくて、済みません、広丘東通線は、説明資料の４２ページの中で、地方特定道路整

備事業ということですが、これは吉田のところの十字路だとは思いますが、８０メートルですが、その南のほう

の関係も、原新田野村通線から行ってＴ字路になっているではないですか。あそこのところが、最近相当渋滞し

ているものですから、あれをすぐか、ことしでは無理ですけれども、信号機だとか、それからその北のほうへあ

と後数百メートルだと思いますが、これは幹線道路だし、いずれにしてもセイコーエプソンの皆さんの４，００

０台が北から南から来てあそこの駐車場へ入るものですから、ぜひこれは継続工事で当然やってもらえると思い

ますが、平成２２年度はこれでわかりましたが、平成２３年度以降の考え方を示していただきたいと思います。 

○建設課長 今のところ、エプソン事業所の付近の交差点の信号機設置が最優先の要望でもございますし、それ

が最優先課題でございます。それをまず仕上げたいのです。あと、えびの子線が整備されたり、それから交差点

改良が成りますと、道路環境も変わってまいりますので、その状況を見ながらまた継続的に調査させていただく

ということでお願いします。 

○永井泰仁委員 わかりました。ぜひ継続事業でお願いしたいと思います。 

○商工課長 先ほど、五味委員さんから質問いただきました内容について、遅れましたけれども、御答弁させて

いただきます。よろしくお願いします。商工会議所の補助金、負担金につきましては、先ほど御説明させていた

だきました１，１３４万８，０００円の補助金のほかに、推進プロジェクト負担金ということで１６５万円、そ

れから組込みシステムの産業育成支援ということで２４７万円、それから去年から始まりました不況対策特別支

援相談員の委託事業として３０９万円、あわせて１，８５５万８，０００円が平成２２年度の予算で計画されて

いるものであります。 

それからもう１つ、商工会議所の公的な補助金等というところでございますけれども、市の今の申し上げまし

た補助金、負担金のほかに、県のほうからの補助金が、中小企業相談所を対象としたものでありますけれども、

おおむね４，５００万円ぐらいの補助金が出ているという内容でございますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

○五味東條委員 これだけ１，８５５万円出ているのだから、やはりもう少し自分たちでやろうという気持ちに

なってほしいのだが。そういうことを議会からある人が言ったと言っておいてくれ。この前の商工会議所との話

し合いの時に、何とも無責任な気がしたのですよ。だから、ある程度意見を言うのもいいけれど、やはり自分た

ちのやるべき仕事というのはあると思うのですよ、商工会議所には、言っては悪いが。要するに、１，８５５万

円も補助金が出ていて、まちづくりだとか、もっと言うなら、かなり前のことを言うといけないけれども、交流

センターに入る、入らないで、家賃が何だかんだということを言っている場合ではないのですよ、これだけ補助

金が出ていればね。と、私は思いますが。これ以上文句を言ってはいけないけれど。以上です。 

○中原輝明委員 少し関連で。本当に勝手なことを言いたいけれど、ただ私はそちらとは反対で、市のほうもも

う少し誠心誠意で付き合わないといけない。そこに両方のギャップがあると思う。この間聞いたときは本当に、

こちらの衆を信用して文句を言いたくなるけれど、向こうを信用すればまた言いたくなる、こちらへ。だから、

本当にこれは気をつけてもらわなければ、みんなが仲良くしなければいけない。どこかで寄り合って。商工会議

所と市というものは一体になって動いていないと、まちの賑わいなどというものは出てこないと、私は思う。両

方で張らないで、西窪収入役がもうすぐ去ってしまっていけないが、その後をうまくいくように、一つ伝達をし
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ていってくれないか。 

○収入役 わかりました。 

○中原輝明委員 よろしく頼みます。これは、どちらもいいとか、悪いではなくて、私はこの場所で言うが。そ

の辺のところは、職員の皆さんもそれだけ、お互いにここへ置いて、付き合いをしていかないと。先ほどの補助

金を一千万円余出しているというのは、会議所へは昔から出している、ずっと。出すことが、内容がどうだと、

内容というのは会議所と市との間のどこかの時に決めがあるわけだ。というのは、観光予算か全体の予算の中か

ら、あるいは、地域の市町村の状況を見て判断していると思う。その分はやはり補助金を出したり、協力しても

らったりしてやっていかなければいけない。そのようなことで、よろしくお願いしたいと思います。 

 ちっぽけなことだけれど、２４１ページ。ここの、なぜこうなったかということを聞きたい。木曽観光連盟負

担金２５１万６，０００円。これが、前年度は２５０万６，０００円だ。私はここに持っているからわかるが、

５１万円といえば、１万円上がっているということはどういうことだ、広域のものが。その理由を教えてよ。 

○観光課長 この２５１万６，０００円の主なものは。 

○中原輝明委員 主ではなくて、１万円、どうして、どこでなったのか。 

○観光課長 そこの人件費の分の定昇で上がった分なのです。プロパーの職員がいるものですから、その職員の

分です。ちなみに、昨年は予定したよりも少なかったものですから。ですから、ことし人件費の分です。 

○中原輝明委員 人件費が１万円上がったのか。 

○観光課長 ８市町村での一つの決め事がありまして、それにのっとった分で、塩尻市としては１万円の増です。

木曽町とかそういうところはもっと沢山ありますけれども、中津川と多分塩尻が１万円ということになります。

ちょっと正式な金額はわかりませんけれど、そういう状態です。 

○中原輝明委員 その負担金たるものは、そんな１万円などとはんぺたなものはないではないか、めた上げて。

今減らしている。ほかのところは全部減っているではないか。そのくらいのことは職員がきちんと言わなければ

駄目だ。塩尻はこういう状況で、切羽詰っていると。詰まっているのだ、事実。何でも１万円ばかり、はんぺた

上げても。これは理由付けだ、わかるけれど。そんなぐあいに協力してやってください。 

○委員長 ほかに。なければ質疑を終了します。議案第１３号について討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないようですので、議案第１３号平成２２年度塩尻市一般会計予算中、経済建設委員会に付託されま

した部分について議案のとおり認めることに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第１３号平成２２年度塩尻市一般会計予算中、経済建設委員会に付託されまし

た部分については、全員一致をもって可決すべきものと決しました。 

 この際、１０分間休憩します。 

○副委員長 区切りがいいところで、きょうは止めたいと思いますので、１０分休憩していただいて、あと議案

第２０号簡易水道、これは１０分ばかりあれば終わりますか。 

○上水道課長 １５分で終わらせます。 

○副委員長 １５分ね。そうすると、午後４時１５分。そのあんばいを見て議案第２３号まで行ければ行って、
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きょうは終了するということに。 

○中原輝明委員 いけなければ休めばいいではないか。 

○副委員長 とりあえず１０分休んでください。 

午後３時３６分 休憩 

――――――――――― 

午後３時４６分 再開 

○委員長 それでは、休憩を解いて再開します。次に進みます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第２０号 平成２２年度塩尻市簡易水道事業特別会計予算 

○委員長 議案第２０号平成２２年度塩尻市簡易水道事業特別会計予算について議題とします。説明を求めます。 

○上水道課長 それでは、議案第２０号平成２２年度塩尻市簡易水道事業特別会計予算について御説明いたしま

す。予算書の５０１ページをお願いいたします。簡易水道特別会計では、効率的かつ安定した水道事業の運営を

図るために、楢川の簡易水道と贄川の簡易水道の統合にかかわります楢川地区をつなぎます連結管路網を整備い

たしますので、簡易水道施設建設事業を主体に予算を計上いたしました。その歳入、歳出予算、第１条では歳入、

歳出ともそれぞれ２億８，４２４万３，０００円を計上しました。５０２、５０３ページの第１表、歳入歳出予

算のとおりとなります。御確認いただきたいと思います。 

 次に、第２条の地方債につきましては５０４ページ第２表、地方債をお願いいたします。予算の主体となりま

す簡易水道施設建設事業にかかわる簡易水道施設整備事業債でございまして、補助基本額１億８，８００万円の

うち、国庫補助金を控除いたしました補助残額に、充当率１００％とし、限度額を１億４，１００万円を計上い

たしました。 

 次に、歳入について御説明をさせていただきます。５０８、５０９ページをお願いいたします。説明につきま

しては、説明欄により主な歳入について御説明をいたします。まず簡易水道使用料の現年度分につきましては、

本年度の収入見込み額に給水人口の動態予測による増減率０．９８２％を乗じて算出いたしまして、前年対比１

７６万８，０００円減額の５，０３７万７，０００円を計上いたしました。なお、過年度分につきましては、収

納実績見込み額から前年対比３５万３，０００円増の５４万３，０００円を計上いたしましたが、簡易水道使用

料といたしましては、前年対比１４２万５，０００円減の５，０９２万円を計上いたしました。 

次に、給水工事検査手数料につきましては、給水装置の改造を主体に今年度の実績から１５件を想定いたしま

して、検査、設計手数料など、１３万１，０００円を計上いたしました。 

次に、簡易水道整備事業補助金につきましては、簡易水道施設建設事業における国庫補助金でございまして、

楢川地区をつなぎます連結管路網の整備にかかわります補助金といたしまして、補助基本額１億８，８００万円

で、補助率４分の１の４，７００万円を計上いたしました。 

 次に一般会計繰入金につきましては、簡易水道施設建設事業などにかかわりまして借入れをいたしました長期

債の元金、利子償還金の増額行為によりまして、また、後ほど御説明いたしますけれども、マキヤ橋架橋にかか

わります国道１９号の拡幅関連の配水管工事等によりまして、前年度よりも４７１万円増額の３，８５２万４，

０００円を計上いたしました。 
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 次に５１０、５１１ページをお願いいたします。５１１ページの説明欄の受託工事収入につきましては、消防

防災課の依頼によります消火栓２基の新設修繕と、建設課の依頼によります道路改善等に伴います配水管布設替

工事にかかわる収入で、２８３万７，０００円を計上いたしました。 

 次に、消費税還付金につきましては、平成２１年度分の消費税の還付金でございまして、連結管路網等の整備

など建設工事等にかかわります仮払消費税額が、使用料収入などにかかわります借受消費税額よりも多額となる

ため、その差額が還付されることから３８１万９，０００円を計上いたしました。 

次に、簡易水道施設整備事業債につきましては、簡易水道施設整備事業の補助金と同様に、連結管路網の整備

に充当するものでございまして、補助残に対しまして充当率１００％とし、１億４，１００万円を計上したもの

でございます。以上、歳入につきましては５０５ページの下段にありますとおり、歳入合計、前年対比８，５９

３万３，０００円の増額の２億８，４２４万３，０００円をお願いするものでございます。 

 次に、歳出の主なものについて御説明をいたします。５１２、５１３ページをお願いいたします。まず５１３

ページの説明欄でございますけれども、下段にございます量水器維持管理費のうちメーター費につきましては、

検定期間満了メーターの取りかえ、あるいは凍結破損等の取りかえ等にかかわりますメーターの購入費でござい

まして、３９個の購入を予定し、７１万８，０００円を計上いたしました。また、その上にございます検満メー

ター取替委託料につきましては、検定期間満了メーター３９個の取りかえの委託料でございまして、営繕修繕料

につきましてはメーターの取りかえに委託いたします漏水等の修繕料ということになります。 

次に５１４、５１５ページをお願いいたします。まず、浄水施設等維持管理費のうち、医薬材料費につきまし

ては、新しく建設いたしました楢川浄水場と贄川浄水場におきます浄水にかかわります次亜塩素酸ナトリウムな

どの薬品費で、１２６万６，０００円を計上しています。また、施設整備点検委託料は、消防用設備の点検委託

料のほか、原水を浄水するに当たりまして発生いたします汚泥の処理委託料で、９４万４，０００円を計上いた

しました。また水質検査委託料では、水道法に基づく原水、浄水の水質検査、あるいは浄水毎日水質検査などの

委託料でございまして、５３９万６，０００円を計上しております。 

次に、簡易水道施設整備維持管理事業のうちの漏水調査委託料でございますけれども、有収率の向上を目的に

奈良井、平沢地区を対象に、配水管９キロメートル、約４５０戸を対象にいたしまして漏水調査のほうを予定し

ております。それにかかわる費用として８５万５，０００円を計上いたしました。管路補修等工事費では、給配

水管の漏水、破損等の補修工事のほかに、消防防災課の依頼によります２基の消火栓の新設、修繕工事、建設課

の依頼によります市道川岸線道路改良に伴います配水管の布設替工事、また国土交通省の指示によりまして、マ

キヤ橋の架橋にあわせまして行われます交差点改良、国道１９号拡幅にかかわります配水管布設替工事、延長１

３０メートルを予定しておりますけれども、これにかかわる工事費ということで１，３００万円を計上させてい

ただいています。 

 次に、簡易水道事業特別会計の予算計上の主体となります簡易水道施設建設事業の、まず設計委託料でござい

ますけれども、設計委託料につきましては平成２３年度施工を予定しています贄川区におきます配水管の布設、

押込沢の水管橋等の設計業務と、これにかかわります平板測量等の測量費、それと関連いたします河川協議関係

の書類作成等５件を予定いたしまして、１，０００万円を計上いたしました。 

 配水管等布設工事につきましては、平沢区長瀬、贄川区桃岡におきまして、管路工事１，７９０メートルの施
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工と、これに伴います給水管工事１２件の施工を予定し、あわせて１億２，５７０万円を計上いたしました。な

お、これによりまして平成２２年度末の管路の整備済み延長３，５６０メートルを予定いたしまして、整備率と

いたしましては８７％を予定しております。また、舗装復旧負担金につきましては、昨年度管路工事を施工いた

しました平沢区の県道木曽平沢停車場線の舗装の本復旧を道路占用許可条件に基づき、負担金として納付するも

のでございまして、５，５００万円を計上いたしました。以上をあわせました平成２２年度の簡易水道施設建設

事業の予算額といたしましては、１億９，０７０万円となりまして、前年対比７，８８３万円の増額といたしま

した。連結管路網の整備を推進することによりまして、早期の奈良井川地区の給水区域全域に新しい楢川浄水場

からの給水を開始したいということでございますし、そちらのほうに投下いたしました投資効果を考えることに

したいということで増額としたものでございます。なお、平成２２年度末の事業費ベースの進捗率といたしまし

ては、事業費ベースでは９０．５％の進捗率を予定しています。 

 次に、簡易水道施設建設事業等にかかわり借り入れをいたしました長期債の元金及び利子の償還金となります。

５１４ページのほうが元金ということで、２，８６４万９，０００円。次に５１６、５１７ページをお願いいた

します。こちらのほうは長期債利子の償還金ということで２，３６７万９，０００円を、それぞれ計上いたしま

した。以上、歳出につきましては５０６ページの下段の歳出合計のとおり、歳入同様に前年対比８，５９３万３，

０００円の増額の２億８，４２４万３，０００円をお願いするものでございます。以上が、平成２２年度の簡易

水道事業特別会計予算の説明となりますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長 それでは質疑を行います。委員のほうから質問がありましたら。 

○永井泰仁委員 ５１５ページの配水管等布設工事の計画の中で、１億２，５７０万円計上されていますよね。

今のを聞くと、１，７９０メートルですが、これの本管の口径とか、布設されている管の材質はどんなものです

か。 

○上水道課長 まず口径のほうでございますが、１５０ミリの口径を予定しておりまして、材質につきましては、

配水用のポリエチレンパイプで、こちらのほうの接合方法が溶接式ということでございまして、耐震管という形

で厚生労働省のほうから位置づけされている管のベースで工事いたします。 

○永井泰仁委員 随時こうやって浄水場もできたり、それから配水管も改良されてきているのですが、一番新し

い有収率は大体どのくらいの計算になっていますか。まだ年度末でなければ出ないかな。 

○上水道課長 済みません、平成２０年度の実績でいきますと７３％だと思うのです。これが、平成２０年度の

場合は、平成１９年度と比較した場合、約１３％くらい伸びてきたという経緯がございます。その効果といたし

ましては、漏水調査等、非常に楢川地域と言いますか、楢川地区における漏水量が多いということが言えます。

なかなか地表のほうに、地形条件あるいは治水上の問題から、地表に出てきてくれれば発見はしやすいのですが、

なかなか河川の沿線に市街地が広がっているということでございますから、それが出てこないと。発見が非常に

しにくいところがございますけれども、昨年度、平成２０年度もそうでございましたし、本年度もそうでござい

ましたが、専門家による漏水調査というのを積極的に実施しておりまして、その修繕等を行った結果として、平

成２０年度では、前年対比１３％くらいの有収率を上げることができたと。今年度もこのくらいのものは期待し

ているわけですが、なかなか、本年度も漏水調査の中でも４件ほど発見ができまして、修繕対応をやらさせてい

ただきましたが、やはりデータをずっととっていますと、直してもまた違うところから出てくるというようなと
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ころもございまして、なかなか一朝一夕には効果は上がってきておりませんが、少なくとも前年度よりは高い有

収率を最終的には求めていきたいということで、取り組みのほうをさせていただいておりますのでよろしくお願

いいたします。 

○永井泰仁委員 それと、この設計の委託料も計上されていますが、今後の中で水管橋の部分ですが、これはト

ラス構造にするのか、普通の水管橋の上へ背負わせるのか、ただ生で配管を支えていくのか、どういう想定で考

えられていますか。 

○上水道課長 来年度予定しております水管橋については、押込沢というところで、大体延長にすれば２０メー

トルくらいですか、の水管橋なのですが、詳細については担当係長のほうから説明させますので、よろしくお願

いいたします。 

○工務係長 今の水管橋につきましては、橋に抱かせるという形で計画しておりますので、よろしくお願いした

いと思います。 

○丸山寿子委員 有収率を上げるために漏水の調査などをして努力しているという説明ですが、９月議会の時に

も少し質問させていただいたので確認したいのですけれども、そうやって努力していながら、奈良井宿の水場の

水がずっと、沢からも一部使ってはいるものの、水道水をずっと流しっぱなしにしているという現状をお聞きし

たわけなのですけれど、その後、９月議会以降ですけれど、どのようになっているのか、現状をお聞かせいただ

きたいのですが。 

○上水道課長 奈良井宿の水場につきましては６カ所ございます。各水場につきましてはおのおの水場管理組合

がございまして適正に管理していただいているわけでございますが、そのうち２カ所につきましては、前回にも

お話させていただきましたけれども、水道水を用いて補水して水場のほうで水を使っているというような状況で

す。場所的には、まず杉の森酒造さんの筋向かいにございます横水という水場が１カ所そうでございますし、あ

と、詰所の前にございます水場、その２カ所が水道水を補水としている水場でございます。この内容につきまし

て、まず横水の水場のほうでございますが、こちらのほうはカッ沢という沢から、沢水を基本的には引いてきて

普段はかけ流していると。ただし、この沢水が不足した時には水道水を使うという形の約束が、村当時から、相

当古い話になりますが、これは昭和４９年当時というぐあいにお話は聞いておりますけれども、非常に寒い時期

がございまして、沢の水と言いますか、本来楢川浄水場の水というのは橋戸沢水源を水源としているのですが、

そちらのほうで水がほとんど取れなくなってしまったと。給水ができない状況も発生したということがございま

して、その代替措置として、カッ沢の水を水道の水源として使わせていただく代わりに、補水として水道水を使

っても、というような形で話し合いができていたと。ただしこれは、協定書あるいは契約書等の文書化はされて

おりませんので。詰所前のほうにつきましては、こちらのほうは、沢の水は池之沢の水でございまして、やはり

横水の水場と同じように、水道水源として使わさせてもらうということで水道水の補水をしていたというような

状況です。 

こういうところを踏まえまして、まず横水のほうにつきましては、あくまでも補水ということでございますし、

基本的には沢の水を使っていただくということを両方で確認をさせていただいて、協定書のほうを締結させてい

ただきました。当然私どもとしても、橋戸沢水源の水が使えない時は、かっ沢の水を使わせていただきたいと思

っていますし、今現在も予備水源として使わせていただいています。お互いの予備水源、あるいは補水として使
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う場合については、無償というような形をさせていただいています。無償というような形で協定のほうを締結さ

せていただいていますし、基本的には、もし水がない時に水道水をかけ流す場合については、夜間は止めるとい

うのを明確に維持管理をしていただくということを大前提にしていただいた協定のほうを結ばせていただいてあ

ります。また、詰所前のほうでございますが、こちらのほうにつきましても、こちらのほうは、この６カ所、話

が前後して申し訳ございませんが、６カ所ある水場は全て沢水等が主になりますので、私どものほうで責任が持

てる範疇の水場は１つもございません。詰所前の水場につきましても、水道水は使っているものの、一度水槽の

中に落としてしまうものですから、そこから出てきた水が流れていくというような状況ですので、当然、飲料水

に関して、浄水場から責任をもてと言われても、それはできない話になってしまうものですから、今回、構造を、

たまたま本年度、街なみ環境保全整備事業ですか、こちらのほうで全ての水場について、上屋あるいは水槽等の

整備をしております。その中で、詰所前の水場につきましては蛇口構造にしていただいて、直接水道水が飲める

ようにしていければ。と言いますのは、６カ所全てが飲料水に不適という状況になってしまう可能性もあるもの

ですから、当然宿場風情をかもし出す水場でございますし、来訪者に対して飲料水の提供施設があってもいいの

ではないかということもございますものですから、詰所前の水場については、今後市のほうに移管いたしまして、

ちょうどこの詰所前の水場のすぐ横に市のほうで管理しております公衆用トイレもあるものですから、そちらの

ほうと一体的に管理して、市の施設として今後対応していくという形をとらさせていただいています。 

あともう１つ問題になっていました、表示が不明瞭だというところがございましたが、こちらのほうにつきま

しても、今年度、街なみ環境整備事業の中で上屋等を整備する中で、６カ所統一した表現によっての、飲料適、

不適という表示をしていきたいということで調整のほうはさせていただきました。なお、１月分の使用量につき

ましては、メーター確認もさせていただいていますけれども、両水場とも使用量はゼロでございます。以上でご

ざいます。 

○丸山寿子委員 ９月以降どうなったかなと思っていました。今の説明で大分わかったので、１月分のメーター

は使用量はゼロであったということですが、あと、一度水槽に水を落としてしまうので、区別してわからないと

いう説明も受けたのですけれども、水道料のことだけに限らず、夜もずっと一晩中流しておくだけの必要が本当

にあるのか、自然に流れてきた川と同じような状態になっていて、だったらわかるのですけれど。お客さんに風

情といっても、真夜中まで２４時間それを流しておく必要があるものなのかなということも思ったのですけれど。

向こうとの協議というのもあるわけですね。 

○上水道課長 当然、水道水は流されては困りますものですから、夜は止めるということを明示させていただい

て、お互いにその認識の中で管理をしていくと。ただ沢水につきましては、やはり水場の組合の皆様方がお使い

と言いますか、使用する権利と言いますか、そういうものをお持ちになって皆様方が管理している部分のところ

なものですから、それを私どもとして、水道事業部として、沢水を流す、流さないというのは、少し話の違う状

況かなと思っております。ただし、水道料金等々、費用等にかかわる水道水については、明確にそのところは確

認をさせていただいております。 

○丸山寿子委員 説明を聞きまして、費用の面に関してはわかりました。あと、説明にもありましたけれど、表

示については、当然あそこに飲めるような状態のものもあって、みんなが飲めると思っているので、その辺につ

いては表示をしっかりやっていただきたいと思います。 
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○永井泰仁委員 楢川浄水場は、新しい浄水場としてできたわけですし、それから、ここに水質検査の委託料も

５３９万６，０００円計上されていますが、この検査機関は、旧態依然として県の薬剤師会センターへこれだけ

の委託料で調査なのか、どこか違うところも今後また検査機関は模索をしてみる必要がありはしないかと思いま

すし、それから、マイクロストレーナーと言うか、今度の浄水場はそういう方式ですが、鉄分とかマンガンとか

フッ素とか、いろいろですが、これは許容の基準に対して、今どのくらいの数値になっているか、検査結果がわ

かっていたら、一番最新のデータでも少し話してもらえればと思うわけですが。 

○上水道課長 今ちょっと、水質の検査の内容まで私のほうでは答えられませんが、まず委託先の関係でござい

ますけれども、本年度の場合につきましては、中部医学公衆研究所というところが、入札によりまして落札して

いるという状況で、基本的には、厚生労働省のほうで認める、登録してある検査機関、周辺に幾つもございます

ので、お集まりいただいて入札にかけさせていただいて、業務のほうは履行していただいているという状況です。

水質のほうにつきましては、担当の係長のほうから説明しますので、よろしくお願いいたします。 

○浄水係長 個々の水質検査をした結果につきまして、手持ちがないものですから、概要だけ御説明をさせてい

ただきます。水道法で水質検査が義務付けられているものは５０項目ございます。その中のものでございますが、

全て楢川の水質につきましては、良好な状態です。ですので、各々に１００％に対してどのくらいという数値の

資料は持ってきておりませんが、水質につきましてはほとんど良好な状態でございます。いまだかつて数値の基

準超過したことはございません。 

○永井泰仁委員 あそこは水質が特殊だということで、通常の砂でろ過するものよりも金をかけてマイクロスト

レーナー式の、どちらかと言うと、あれになったものですから、原水と、入ってくるものと、実際にろ過したも

のとどのくらい数値が下がったり、ろ過方式の効果があったか、きょうは突然ですから難しいと思いますが、ま

たその辺のところの性能と言いますか、効果もまた比較してみていただきたいと思います。要望です。 

○中原輝明委員 関連で。今の水質検査の、責めるでも何でもないが、少し高いような気がする。昔は、保健所

かどこかへ持っていって検査してもらえば、それで全部通用したのではないのか、違うか。それと、楢川と合併

して上水道でも下水道でも、投資額は、総投資額はきょうまで幾ら投資したのか。 

○上水道課長 水道事業としての投資額ですか。 

○中原輝明委員 水道。上下水道だよ。投資額、上下水道一緒で。 

○上水道課長 上下一緒ですか。水道事業のほうは、先ほど来、御説明させていただいています、簡易水道施設

建設事業でございまして、こちらのほうが、一応まだ平成２４年度までの予定でございますけれども、総投資額

といたしましては約１２億円を予定しています。 

○中原輝明委員 大体でいい。 

○下水道課長 下水道につきましては、楢川の浄化センターの１系列を増設させていただきまして、あの事業費

が約２億５，０００万円です。以上です。 

○中原輝明委員 それでは、合計は幾らになるわけ、２０億円くらいになるか。 

○上水道課長 １４億５，０００万円です。 

○中原輝明委員 私の言いたいのは、そうするといろいろ当たりさわりが出てきていけないが、今の隣の言った

水道の無料の問題も、合併の時には何も出ないでみんな承知したわけだ。それから、ガサガサ、ガサガサ出てき
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た。それは、なぜかということは、もう少し精査しなければいけなかったのだけれども、そういう部分を楢川の

住民の皆さんがよくわかっているか。合併して良かったか、悪かったか。それで、ここらに職員がいるかいない

か知らないが、やはり地域へ行ってそのくらい塩尻市と合併して良かったということをしっかり身につけてほし

い、身にしみて。楢川の１年中の予算は３５億円もいかないでしょう、多分、村の当時は。３５億円はいかない

と思うよ。そういうことをよくしっかりわかっていてもらって、物を言ってしっかりやってもらいたい。これだ

けは、私は、お願いではなくて、申し上げておく。以上です。 

○柴田博委員 この簡易水道に関係しては、管理費の中では、一般職が１人と嘱託員が１人ということなのです

けれど、それぞれどのような仕事をいつも実際にはしているわけですか。 

○上水道課長 まず、一般職員のほう、正規職員のほうでございますが、こちらのほうは工務係のほうに在籍し

ておりまして、楢川の簡易水道施設の建設事業、先ほどお話させていただきました管路工事のほうの設計、発注、

現場の指導等、あと国庫補助金の手続き業務のほうを対応させていただいています。あと、管理のほうでござい

ますが、浄水場の管理ということで、管理補助員というような形になるわけでございますけれども、嘱託職員さ

ん１人で循環管理等の対応をお願いしてございます。 

○柴田博委員 浄水場に常時いるのは、嘱託職員の方が１人いるだけということですか。 

○上水道課長 常時、浄水場にいるわけではございません。循環管理、いわゆる新しいほうで対応させていただ

いていると。あと、楢川の新しいほうの浄水場のほうにつきましては、今、中央施設の監視施設の工事のほうも

整備されておるものですから、床尾浄水場のほうで異常が出たりすれば、データが出てきますし、いろいろデー

タも出てきますし、あと、贄川の浄水場、古いほうの施設ですが、そういう情報も来るものですから、そういう

状況があった時にとんで行っていただいて、対応等はさせていただいております。特に贄川の浄水場につきまし

ては、降雨があるたびに水源のほうのところが非常に濁ってしまいまして、髙濁度があるというようなところも

あったりしまして、相当頻繁には管理のお手伝い等は、指示はいただいている状況にあると思います。 

○委員長 ほかに。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 なければ、質疑を終了します。討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないようですので、議案第２０号平成２２年度塩尻市簡易水道事業特別会計予算、原案のとおり認め

ることに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第２０号については、全員一致を持って可決すべきものと決しました。以上を

もちまして、本日は延会といたしますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 それでは、あしたの午前１０時まで延会といたします。御苦労さまでした。 

午後４時１７分 閉会 
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